
1 

 

「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の論点
ろんてん

についての意見
いけん

 

（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（
び

サービス
さーびす

）体系
たいけい

) その５ 

 

（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（
び

サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

) 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-6 権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

等
とう

＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-6-1) 「本 人
ほんにん

が必 要
ひつよう

とする支援
しえん

を受
う

けた自己
じ こ

選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

」

を実 現
じつげん

していくためには、どのようなサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

えるか？ 

  ・・・２ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-6-2) 権利
けんり

擁護
ようご

を推 進
すいしん

していくためにはどのような体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

か？相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の事業化
じぎょうか

についてどう 考
かんが

えるか？ ・・・１４ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-6-3) サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

等
とう

のための苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組
し く

みに

ついてどう 考
かんが

えるか？ ・・・２６ 

 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-7 その他
た

＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-7-1) 「分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び意見
いけん

 

  ・・・３６ 
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（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（
び

サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

) 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-6 権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

等
とう

＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-6-1) 「本 人
ほんにん

が必 要
ひつよう

とする支援
しえん

を受
う

けた自己
じ こ

選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

」

を実 現
じつげん

していくためには、どのようなサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

えるか？ 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 身近
みぢか

に寄
よ

り添
そ

う 相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

が 必 要
ひつよう

。 例
たと

えばそういった 役 割
やくわり

を有
ゆう

する障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ

制度
せいど

を構 築
こうちく

すべき 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 本 人
ほんにん

のエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

する場所
ばしょ

の確保
かくほ

が必 要
ひつよう

である（例えば
たとえば

、地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センター
せ ん た ー

等
など

の有り方
ありかた

の中
なか

で）。関わり
かかわり

としてピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

による伴 走
ばんそう

姿勢
しせい

のケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

支援
しえん

が有 効
ゆうこう

ではないか。 

○理由 

 自己
じ こ

選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

をする為
ため

には、本 人
ほんにん

が選べる
えらべる

力
ちから

（支援
しえん

を受けながら
う け な が ら

でも）と

自分
じぶん

が決めて
き め て

良い
よ い

という安 心 感
あんしんかん

が無ければ
な け れ ば

、本 当
ほんとう

の意味
い み

での権利
けんり

擁護
ようご

にはならない。

安 心
あんしん

・安 全
あんぜん

の意思
い し

やニーズ
に ー ず

の 表 明
ひょうめい

は、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

により一 層
いっそう

鮮 明
せんめい

になると思う。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 先 天 性
せんてんせい

疾 病
しっぺい

や何
なん

らかの疾 病
しっぺい

や事故
じ こ

で中 途
ちゅうと

障 害
しょうがい

によって自己
じ こ

選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

で

きない障 害 者
しょうがいしゃ

を対 象
たいしょう

とし、身 上
しんじょう

管理
かんり

を主 体
しゅたい

としたサービス体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

は、高 齢 者
こうれいしゃ

、特
とく

に認 知 症
にんちしょう

を想 定
そうてい

したもので、先 天 性
せんてんせい

障 害 者
しょうがいしゃ

に

は不向
ふ む

き。２０歳
さい

を過
す

ぎても親
おや

は若
わか

く、財 産
ざいさん

管理
かんり

まで委
ゆだ

ねる考
かんが

えがない。また、現 状
げんじょう

の後 見 人
こうけんにん

等
とう

は、障 害
しょうがい

についての理解
りかい

がなく、事務的
じむてき

である。 

 

 



3 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 知的
ちてき

障 害
しょうがい

、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の自己
じ こ

選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

のためには、本 人
ほんにん

に分
わ

かる

ように情 報
じょうほう

を加工
かこう

し本 人
ほんにん

に伝
つた

える支援
しえん

と、本 人
ほんにん

の声
こえ

を聞
き

き取
と

り 代 弁
だいべん

する支援
しえん

が

必 要
ひつよう

であり、セルフアドボカシ
せ る ふ あ ど ぼ か し

ーへのエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

が必 要
ひつよう

である。ひとりの人
ひと

の

生 活
せいかつ

を支
ささ

えるためのサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

は、本 人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

に基
もと

づき、また選択肢
せんたくし

が豊富
ほうふ

で

シームレス
し ー む れ す

でなければならないが、現 在
げんざい

は、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

により使
つか

えるサービス
さ ー び す

が

限 定
げんてい

されるなどニーズ
に ー ず

に沿
そ

っていない。本 人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

を把握
はあく

し、実 態
じったい

にあった支援
しえん

が

可能
かのう

となるようケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の導 入
どうにゅう

とともに、現場
げんば

の解 決
かいけつ

責 任 者
せきにんしゃ

(ケアマネジャ
け あ ま ね じ ゃ

ー)を地域
ちいき

に配置
はいち

する必 要
ひつよう

がある。本 人
ほんにん

および本 人
ほんにん

の声
こえ

を中 心
ちゅうしん

に、ケアマネジャ
け あ ま ね じ ゃ

ーお

よび成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

が核
かく

となり、支援
しえん

（者
しゃ

）のネットワーク
ね っ と わ ー く

のなかで、自己
じ こ

決 定
けってい

を保 障
ほしょう

していくケア
け あ

会議
かいぎ

を常 置
じょうち

していくことが不可欠
ふかけつ

となる。したがって箱 物 的
はこものてき

な支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

ではなく、支援
しえん

の人 的
じんてき

資源
しげん

を豊富
ほうふ

に用意
ようい

していく必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

が自分
じぶん

の権利
けんり

を十 分
じゅうぶん

に認 識
にんしき

し必 要
ひつよう

な支援
しえん

を自己
じ こ

選 択
せんたく

していくためには、

エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

（自分
じぶん

の力
ちから

を十 分
じゅうぶん

に発揮
はっき

できる支援
しえん

の中
なか

で自分
じぶん

の力
ちから

を自己
じ こ

認知
にんち

する

こと）の充 実
じゅうじつ

が求
もと

められる。その意味
い み

で、この点
てん

に関
かか

わるサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

には、自己
じ こ

選 択
せんたく

・自己
じ こ

決 定
けってい

をし得
う

る障 害 者
しょうがいしゃ

に成 長
せいちょう

するための障 害 児
しょうがいじ

の育
そだ

ちをどのように支
ささ

え

ていくかという視点
してん

が不可欠
ふかけつ

である。また、選 択
せんたく

できるほど選
えら

べる資源
しげん

があること、決 定
けってい

したことが実 現
じつげん

できること、その決 定
けってい

に責 任
せきにん

が持
も

てること、責 任
せきにん

が持
も

てるように支援
しえん

することが大事
だいじ

であろう。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

、 

 知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちには、自
みずか

らのニーズをうまく伝
つた

えたり、判 断
はんだん

することが困 難
こんなん

な人
ひと

たちが多
おお

く、ケアマネジメントを含
ふく

めた相 談
そうだん

支援
しえん

は、欠
か

くことのできないサービス

である。また、知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちにとって、課題
かだい

はあるものの成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

は

重 要
じゅうよう

な権利
けんり

擁護
ようご

の仕組
し く

みであり、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

利用
りよう

支援
しえん

事 業
じぎょう

を個別
こべつ

給 付
きゅうふ

サービスと

して位置付
い ち づ

ける必 要
ひつよう

が考
かんが

えられる。 

○理由
りゆう

 



4 

 

知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちは、自
みずか

ら各 種
かくしゅ

サービスの利用
りよう

の仕方
しかた

を判 断
はんだん

したり、単 一
たんいつ

サー

ビスの利用
りよう

であっても、その適否
てきひ

や変 更
へんこう

の必 要 性
ひつようせい

、新
あら

たなニーズの発 生
はっせい

などを自
みずか

ら

判 断
はんだん

し、調 整
ちょうせい

することが難
むずか

しいことがあり、ケアマネジメント体 制
たいせい

は、知的
ちてき

障 害
しょうがい

の

ある人
ひと

たちにとって欠
か

くことのできないものである。なお、ケアマネジメントを担
にな

う

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

の独 立 性
どくりつせい

と公 平 性
こうへいせい

、専 門 性
せんもんせい

が重 要
じゅうよう

であることは言
い

うまでもない。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

  支 給
しきゅう

決 定
けってい

のプロセスにおいて、当事者
とうじしゃ

及
およ

びその当事者
とうじしゃ

の生 活
せいかつ

を良
よ

く知
し

るアドボケ

イトの参 画
さんかく

が担
たん

保
ほ

されるべきである。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・アドボカシ
あ ど ぼ か し

ー支援
しえん

機関
きかん

が必 要
ひつよう

。これは、サービス
さ ー び す

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から独 立
どくりつ

した中 立 性
ちゅうりつせい

が

保 障
ほしょう

された相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

で実施
じっし

する。相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

には、当事者
とうじしゃ

運 営
うんえい

の組織
そしき

、機関
きかん

も含
ふく

まれる。 

○理由
りゆう

 

・アドボカシ
あ ど ぼ か し

ー支援
しえん

機関
きかん

は、セルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

支援
しえん

、サービス
さ ー び す

の苦 情
くじょう

対 応
たいおう

窓 口
まどぐち

の業 務
ぎょうむ

も含
ふく

まれる。 

 

【小田島
おだじま

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 毎 日
まいにち

の事
こと

については、介 助 者
かいじょしゃ

に相 談
そうだん

しながら自分
じぶん

で決められる
き め ら れ る

ように、介 助
かいじょ

の時間
じかん

を長く
ながく

できる制度
せいど

にする。 

 大きな
おおきな

問 題
もんだい

については、自分
じぶん

が選んだ
えらんだ

支援者
しえんしゃ

に相 談
そうだん

しながら自分
じぶん

で決められる
き め ら れ る

ように

する。 

○理由
りゆう

 

 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

は毎 日
まいにち

相 談
そうだん

することが多い
おおい

ので、毎 日
まいにち

の事
こと

は介 助 者
かいじょしゃ

に相 談
そうだん

できる

形
かたち

にして、もうすこし大きな
おおきな

問 題
もんだい

は、自分
じぶん

で選んだ
えらんだ

支援者
しえんしゃ

に相 談
そうだん

できる 形
かたち

にすると

やりやすいから。 



5 

 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の前
まえ

に障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

を廃
はい

止
し

し、それとともに相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の拡 充
かくじゅう

と強 化
きょうか

を図
はか

る。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

では、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

と国
こっ

庫
こ

負
ふ

担
たん

基
き

準
じゅん

額
がく

によって選 択
せんたく

と決 定
けってい

の保 障
ほしょう

が抑 制
よくせい

された。また相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

はきわめて不 十 分
ふじゅうぶん

な位置付
い ち づ

けにとどまったため。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

を本 人
ほんにん

が決
き

めて成 立
せいりつ

継 続
けいぞく

させるためには、相 談
そうだん

支援
しえん

（窓 口
まどぐち

相 談
そうだん

から

継 続
けいぞく

・より沿
ぞ

い相 談
そうだん

など）、生 活
せいかつ

支援
しえん

（生 活
せいかつ

条 件
じょうけん

／収 入
しゅうにゅう

、住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

、衣 食 住
いしょくじゅう

な

どの確保
かくほ

など）、社 会
しゃかい

参加
さんか

支援
しえん

、社 会
しゃかい

活 動
かつどう

支援
しえん

、就 労
しゅうろう

支援
しえん

、教 育
きょういく

支援
しえん

など多岐
た き

にわ

たる支援
しえん

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

です。加
くわ

えて自己
じ こ

決 定
けってい

に支援
しえん

できる法 的
ほうてき

支援
しえん

が必 要
ひつよう

で、権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

制度
せいど

などが必 要
ひつよう

です。 

○理由
りゆう

 

 アドボケータ
あ ど ぼ け ー た

ーが 独 立
どくりつ

してどの地域
ちいき

の 障 害 者
しょうがいしゃ

も利用
りよう

できる 体 制
たいせい

が 必 要
ひつよう

です。

アドボケータ
あ ど ぼ け ー た

ーは支援者
しえんしゃ

やサービス
さ ー び す

利用
りよう

の間
あいだ

に立
た

って本 人
ほんにん

の意向
いこう

に従
したが

った代 弁
だいべん

機能
きのう

を

果
は

たす人
ひと

として必 要
ひつよう

です。相 談
そうだん

支援
しえん

が充 実
じゅうじつ

しても、サービス
さ ー び す

事 業
じぎょう

の質
しつ

が高
たか

まったと

しても、本 人
ほんにん

主 張
しゅちょう

に無 条 件
むじょうけん

で代 弁
だいべん

する人
ひと

が必 要
ひつよう

です。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 身近
みぢか

なところでの相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

を 充 実
じゅうじつ

させ、本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

計 画
けいかく

が実施
じっし

されるよう

な自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

をし、本 人
ほんにん

の権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

がされるようにする。 

○理由 

 精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

はニーズ
に ー ず

を適 切
てきせつ

に言い表せない
いいあらわせない

ことが多い
おおい

。丁 寧
ていねい

な対 応
たいおう

ができる

相 談 員
そうだんいん

の育 成
いくせい

が必 要
ひつよう

。 精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

が適 切
てきせつ

に行われる
おこなわれる

ようにす

べきである。 
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【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

資源
しげん

の不足
ふそく

のため、選 択
せんたく

枝
し

がなく、現 実
げんじつ

と解離
かいり

が大
おお

きく大 変
たいへん

な課題
かだい

である。 

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

の根 幹
こんかん

でもあり、社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

で福祉
ふくし

国家
こっか

を一 層
いっそう

進
すす

めるための叡智
えいち

をあつめた息
いき

の長
なが

い取
と

り組
く

みが必 要
ひつよう

である。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 多
おお

く の 障 害 者
しょうがいしゃ

が 地域
ちいき

で 生 活
せいかつ

す る こ と を 考
かんが

え る と 、 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

や

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の拡 充
かくじゅう

、必 要
ひつよう

な際
さい

にあたりまえに利用
りよう

できる日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

自立
じりつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

や成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の仕組
し く

みの充 実
じゅうじつ

、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の調 整
ちょうせい

・評 価
ひょうか

機能
きのう

の

強 化
きょうか

と、それらに関 係
かんけい

する従 事 者
じゅうじしゃ

の資質
ししつ

の向 上
こうじょう

、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の拡 充
かくじゅう

が図
はか

ら

れる必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

自立
じりつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

や成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

などが、もっと当
あ

たり前
まえ

に利用
りよう

できる仕組
し く

みの構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

である。 

 本 人
ほんにん

の声
こえ

にならない声
こえ

を聞
き

くのが一 番
いちばん

の権利
けんり

擁護
ようご

であり、支援者
しえんしゃ

も本 人
ほんにん

の意向
いこう

を

引
ひ

き出
だ

す支援
しえん

をしているか、常
つね

に振
ふ

り返
かえ

ることが必 要
ひつよう

である。 

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の訓 練
くんれん

給 付
きゅうふ

事 業
じぎょう

に、聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

コミュニケーション等
とう

訓 練
くんれん

事 業
じぎょう

を加
くわ

え

る。 

 コミュニケーション等
とう

訓 練
くんれん

事 業
じぎょう

には、障 害
しょうがい

受 容
じゅよう

のために必 要
ひつよう

な聴 覚
ちょうかく

補 償
ほしょう

への

装 用
そうよう

・機器
き き

の知識
ちしき

・聴 取
ちょうしゅ

訓 練
くんれん

、補 聴
ほちょう

援 助
えんじょ

システム活 用
かつよう

訓 練
くんれん

、要 約
ようやく

筆記
ひっき

利用
りよう

活 用
かつよう

のための知識
ちしき

習 得
しゅうとく

訓 練
くんれん

、筆 談
ひつだん

や手話
しゅわ

による対 人
たいじん

関 係
かんけい

の構 築
こうちく

がスムーズにできる

技 術
ぎじゅつ

・知識
ちしき

習 得
しゅうとく

のための訓 練
くんれん

等
とう

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう
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 聞
き

こえに困 難
こんなん

を感
かん

じはじめた方
かた

、家族
かぞく

の方
かた

、地域
ちいき

の生 活
せいかつ

を共
とも

にし、聞
き

こえに困 難
こんなん

を感
かん

じているかたや身近
みぢか

に支援
しえん

の必 要
ひつよう

を感
かん

じている方
かた

に、聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

に対
たい

する基礎的
きそてき

知識
ちしき

や福祉
ふくし

制度
せいど

を学
まな

び、対 応
たいおう

の方 法
ほうほう

を 修
しゅう

得
とく

していただき、共
とも

に理解
りかい

し合
あ

い、生
い

きる

ということを体 感
たいかん

してもらい、互
たが

いの人 間 性
にんげんせい

を尊 重
そんちょう

できる地域
ちいき

社 会
しゃかい

を構 築
こうちく

してい

くことが必 要
ひつよう

だから。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 西 宮
にしのみや

の展 開
てんかい

について申します
もう

と、青葉
あおば

園
えん

の個人
こじん

総 合
そうごう

計 画
けいかく

（本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

計 画
けいかく

）
｝

、

相互
そうご

エンパワーメント
え ん ぱ わ ー め ん と

活 動
かつどう

、個人
こじん

支援
しえん

会議
かいぎ

、本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

の相 談
そうだん

支援
しえん

展 開
てんかい

、の 延 長
えんちょう

の中
なか

で、本 人
ほんにん

とその支援
しえん

の輪
わ

の中
なか

にある本 人
ほんにん

の意志
い し

（本 人
ほんにん

の生き方
い   かた

、本 人
ほんにん

の希望
きぼう

、

本 人
ほんにん

の主体
しゅたい

）を守る
まも

ための体制づくり
たいせい

であったと思います
おも

。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の権
けん

りを守
まも

るためには大
おお

きく分
わ

けて次
つぎ

の３つがひつよう。 

１，利用者
りようしゃ

の日々
ひ び

の権利
けんり

をまもるしくみ 

（ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

やセルフアドボカシ
せ る ふ あ ど ぼ か し

ーの支
ささ

えん、本 人
ほんにん

からの相
そう

だんに基
もと

づく支
し

えん） 

２，権利
けんり

が守
まも

られていないうたがいがあるケース
け ー す

についての、調
ちょう

さや改
かい

ぜんにむけた活
かつ

どう 

３，じっさいに権利
けんり

が守
まも

られず、ひがいを受
う

けた人
ひと

への救
きゅう

さいのしえん 

○理由
りゆう

 

 わたしは次
つぎ

の本
ほん

のなかでそのことを詳
くわ

しく説 明
せつめい

しています。『障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉
ふくし

サービス法
さ ーびす ほう

の展 望
てんぼう

』（ミネルヴァ
み ね る ヴ ぁ

書 房
しょぼう

）の「第
だい

７章
しょう

 不服
ふふく

申 立
もうした

てシステム
し す て む

と権利
けんり

擁護
ようご

システム
し す て む

」p308～313  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

するための支援
しえん

としての意思
い し

決 定
けってい

補助
ほじょ

や、障 害 者
しょうがいしゃ

の有
ゆう

す

るニーズ
に ー ず

に柔 軟
じゅうなん

に対 応
たいおう

するための創 設 的
そうせつてき

支援
しえん

、障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

を十 分
じゅうぶん

聞
き

き取
と

るた
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めの継 続 的
けいぞくてき

相 談
そうだん

支援
しえん

の他
ほか

、２４時間
じかん

の見守
みまも

り支援
しえん

が可能
かのう

な体 制
たいせい

づくりなどが必 要
ひつよう

で

ある。 

○理由
りゆう

 

 自
みずか

ら十 分
じゅうぶん

に意思
い し

決 定
けってい

ができない障 害 者
しょうがいしゃ

には、その家族
かぞく

など障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

の意思
い し

を

十 分
じゅうぶん

汲
く

み取
と

ることができる者
もの

による意思
い し

決 定
けってい

補助
ほじょ

の制度
せいど

が必 要
ひつよう

と考
かんが

えられる。また、

自己
じ こ

決 定
けってい

の前 提
ぜんてい

としての複 数
ふくすう

の選択肢
せんたくし

を確保
かくほ

するために、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

を理解
りかい

した

相 談
そうだん

支援員
しえんいん

による継 続 的
けいぞくてき

相 談
そうだん

支援
しえん

と、各 障 害 者
かくしょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた支援
しえん

計 画
けいかく

の

立 案
りつあん

がなされる必 要
ひつよう

がある。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自己
じ こ

実 現
じつげん

を図
はか

る上
うえ

では、本 人
ほんにん

が描
えが

く望
のぞ

ましい状 態
じょうたい

の確 認
かくにん

が、本 人
ほんにん

の認 識
にんしき

の元
もと

に行
おこな

われる必 要
ひつよう

があるが、このための仕組
し く

みや方 法
ほうほう

が検 討
けんとう

されていない。先
ま

ずは個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

から初
はじ

めて、本 人
ほんにん

の意向
いこう

に基
もと

づいた支援
しえん

計 画
けいかく

として描
えが

ける暮
く

らしぶりにつ

いて、実 践 的
じっせんてき

な取
と

り組
く

みを通
とお

して、その実 現
じつげん

に向
む

けた対 応
たいおう

を行
おこな

っていく。支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

う自治体
じちたい

職 員
しょくいん

、相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

、事 業 所
じぎょうしょ

職 員
しょくいん

等
とう

、それぞれがそれぞれの役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

の中
なか

でサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の一 員
いちいん

である認 識
にんしき

も重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 自治体
じちたい

行 政
ぎょうせい

職 員
しょくいん

による受 付
うけつけ

窓 口
まどぐち

対 応
たいおう

と措置的
そちてき

行 政
ぎょうせい

処 分
しょぶん

対 応
たいおう

が基本
きほん

である限
かぎ

り、どのように柔 軟
じゅうなん

なサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

が用意
ようい

されても利用者
りようしゃ

の日 常
にちじょう

に影 響
えいきょう

は及
およ

ばない

ため。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 本 人
ほんにん

ニーズ
に ー ず

を 中 心
ちゅうしん

としたニーズ
に ー ず

判 定
はんてい

ができるように 調 整 型
ちょうせいがた

モデル
も で る

による社 会
しゃかい

モデル
も で る

による判 定
はんてい

が 行
おこな

われる必 要
ひつよう

がある。またその判 定
はんてい

、決 定
けってい

が不当
ふとう

であると

利用者
りようしゃ

が 判 断
はんだん

した 際
さい

には不服
ふふく

審査
しんさ

請 求
せいきゅう

を市
し

と都道府県
とどうふけん

にあげることができる

システム
し す て む

を作
つく

るべきである。 

○理由
りゆう

 

 自己
じ こ

決 定
けってい

の支援
しえん

が必 要
ひつよう

な人
ひと

については、当事者
とうじしゃ

の相 談
そうだん

支援
しえん

（ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

シス
し す
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テム
て む

）が機能
きのう

していないので、当事者
とうじしゃ

主 体
しゅたい

のケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

をまず普 及
ふきゅう

させる必 要
ひつよう

がある。当事者
とうじしゃ

支援
しえん

による決 定
けってい

は本 人
ほんにん

の親
おや

、作 業 所
さぎょうじょ

や学 校
がっこう

の教 師
きょうし

友 人
ゆうじん

サポーター
さ ぽ ー た ー

などのニーズ
に ー ず

が理解
りかい

できる人
ひと

が支援
しえん

に入
はい

って、 行 政
ぎょうせい

の 調 整
ちょうせい

によるサービスニード
さ ー び す に ー ど

調 査
ちょうさ

を受
う

けるシステム
し す て む

を新
あら

たに作
つく

るべきである。現 在
げんざい

の不服
ふふく

審査会
しんさかい

は当事者
とうじしゃ

の参加
さんか

を

義務
ぎ む

づけておらず、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の理念
りねん

に沿
そ

ったものになっていないので、不服
ふふく

審査
しんさ

機関
きかん

と

して存 続
そんぞく

させるには都道府県
とどうふけん

の不服
ふふく

審査会
しんさかい

は市 町 村
しちょうそん

行 政
ぎょうせい

がサービス
さ ー び す

利用
りよう

の 上 限
じょうげん

を内規
ないき

で決
き

めたり、ケースワーカー
け ー す わ ー か ー

によるサービス
さ ー び す

決 定
けってい

の格差
かくさ

が出
で

るなどの事態
じたい

が起
お

こっ

た場合
ばあい

に本 人
ほんにん

から不服
ふふく

審査
しんさ

請 求
せいきゅう

を出
だ

し、地方
ちほう

行 政
ぎょうせい

へ勧 告
かんこく

や改 善
かいぜん

命 令
めいれい

を出
だ

せる

権 限
けんげん

をもつ機関
きかん

とすべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 本 人
ほんにん

が 選 択
せんたく

・ 決 定
けってい

したサービス
さ ー び す

が 適 切
てきせつ

に 実 行
じっこう

されているかを 相 談
そうだん

し

モニタリング
も に た り ん ぐ

するための仕組み
し く  

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

える。そのためには、専 門 的
せんもんてき

な支援
しえん

を希望
きぼう

する人
ひと

に対して
たい   

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

によるトータル
と ー た る

な支援
しえん

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

え

る。 

○理由
りゆう

 

 自 ら
みずか 

の意思
い し

決 定
けってい

に支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする重 度
じゅうど

の 障 害
しょうがい

のある人
ひと

には、本 人
ほんにん

の権利
けんり

擁護
ようご

を含めた
ふく  

専 門 的
せんもんてき

かつトータル
と ー た る

な支援
しえん

体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

となる。   

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

での「不服
ふふく

申
もう

し立
た

ての手続
てつづ

き」ついては、制度
せいど

を利用
りよう

しやすくする

ために、手続
てつづ

きの簡素化
かんそか

が必 要
ひつよう

であり、「障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の不服
ふふく

申
もう

し立
た

ての真意
しんい

・苦
くる

しみ」

をしっかり受
う

け止
と

め、願
ねが

いに応
こた

えて行
い

く人 権
じんけん

尊 重
そんちょう

を優 先
ゆうせん

した対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

である。 

 また、成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

制度
せいど

を利用
りよう

する費用
ひよう

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

を図
はか

る。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

基盤
きばん

の整備
せいび

・拡 充
かくじゅう

は、自己
じ こ

決 定
けってい

を保 障
ほしょう

する前 提
ぜんてい

条 件
じょうけん

である。 
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【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 身近
みぢか

なところで、ワンストップの支援
しえん

を受
う

けられる相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

を整
ととの

え、すべての

障 害
しょうがい

のある人
ひと

が自己
じ こ

選 択
せんたく

。自己
じ こ

決 定
けってい

できる支援
しえん

を丁 寧
ていねい

に行
おこな

い、地域
ちいき

で生 活
せいかつ

できる

総 合 的
そうごうてき

な支援
しえん

ができる仕組
し く

みを作
つく

ることが求
もと

められる。 

 ケアマネジメントの体 制
たいせい

整備
せいび

を充 実
じゅうじつ

強 化
きょうか

するとともに、人 材
じんざい

育 成
いくせい

に関
かん

して権利
けんり

擁護
ようご

やアドボケイトに関
かん

する研 修
けんしゅう

を充 実
じゅうじつ

させる。 

○理由
りゆう

 

 基本的
きほんてき

人 権
じんけん

を保 障
ほしょう

するために。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

者
しゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

にとって、欠
か

かせないのが相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

である。地域
ちいき

における

相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の強 化
きょうか

のためには、ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の制度化
せいどか

、質
しつ

の向 上
こうじょう

をはかるた

めの総 合 的
そうごうてき

な体 制
たいせい

、根 拠 的
こんきょてき

な機関
きかん

の設置
せっち

などが求
もと

められる。 

○理由
りゆう

 

 この間
あいだ

、障 害
しょうがい

者
しゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に対
たい

するさまざまな問 題 点
もんだいてん

が明
あき

らかにされてきたが、

相 談
そうだん

事 業
じぎょう

の委託費
いたくひ

などの地域
ちいき

格差
かくさ

、地域
ちいき

の自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の形骸化
けいがいか

、市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の裏付
うらづ

けの無
な

さなどが指摘
してき

される。加
くわ

えて、権利
けんり

擁護
ようご

の機能
きのう

を果
は

たせる仕組
し く

み

を構 築
こうちく

していくことが、緊 急
きんきゅう

の課題
かだい

である。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 サービスの支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセスや、法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

の行使
こうし

に関
かか

わる場面
ばめん

を含
ふく

め、あらゆる

意思
い し

決 定
けってい

等
とう

の過
か

程
てい

に本 人
ほんにん

が参加
さんか

するとともに、ピアサポートを含
ふく

め、その参加
さんか

支援
しえん

を

確保
かくほ

するようなサービス体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

への参加
さんか

を、サービスの中
なか

に具体的
ぐたいてき

に確保
かくほ

する必 要
ひつよう

があるため。 
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【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 本 人
ほんにん

、本 人
ほんにん

の意思
い し

と生 活
せいかつ

実 態
じったい

を把握
はあく

している介護者
かいごしゃ

、生 活
せいかつ

支援員
しえんいん

、相 談
そうだん

専 門 員
せんもんいん

等
など

が 協 同
きょうどう

して本 人
ほんにん

支援
しえん

を実 現
じつげん

していく仕組み
しく

。 

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

を 中 核
ちゅうかく

としたチーム的
てき

支援
しえん

が必 要
ひつよう

。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

という 考 え 方
かんがえかた

を改める
あらためる

．身近
みじか

な 所
ところ

でのワンストップ
わ ん す と っ ぷ

の相 談
そうだん

支援
しえん

システム
し す て む

を整 え
ととのえ

，障 害
しょうがい

のある人
ひと

の選 択
せんたく

を手助け
てだすけ

する支援
しえん

を丁 寧
ていねい

に行いつつ
おこないつつ

，自分
じぶん

の

希望
きぼう

する地域
ちいき

生 活
せいかつ

のあり方
ありかた

を 実 現
じつげん

させていく．そのためには 相 談
そうだん

支援
しえん

システム
し す て む

の

充 実
じゅうじつ

と地域
ちいき

資源
しげん

の 拡 充
かくじゅう

が必 要
ひつよう

． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 我が国
わ くに

におけるパーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

の在り方
あ かた

や支援
しえん

体 系
たいけい

への位置付け
い ち づ  

とあわせて

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における仕組み
し く  

を 考 え る
かんが    

とともに、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

をはじめとする既存
きそん

施 策
しせさく

の見直し
みなお  

と、活 用
かつよう

できるように 充 実
じゅうじつ

を求 め る
もと    

ことが適 切
てきせつ

である。 

○理由
りゆう

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における支援
しえん

の範囲
はんい

のみならず、社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

の様 々
さまざま

な場面
ばめん

で適 切
てきせつ

な支援
しえん

を保 障
ほしょう

し、自己
じ こ

選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

を支 え る
ささ    

必 要
ひつよう

があると 考 え る
かんが    

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 障
しよう

害
がい

者
しや

の中
なか

には、いままで自
じ

分
ぶん

のことを自
じ

分
ぶん

で決
き

める機
き

会
かい

を奪
うば

われてきた人
ひと

も

多
おお

い。自
じ

分
ぶん

で決
き

めることが 難
むずか

しい人
ひと

が自
じ

分
ぶん

で決
き

めていくためには、サービスの仕
し

組
く

み

を 考
かんが

えるだけでは不
ふ

十
じゆう

分
ぶん

だと思
おも

う。 

 福
ふく

祉
し

サービスとは別
べつ

のサービスとして、障
しよう

害
がい

のある人
ひと

の権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

の立
たち

場
ば

からの福
ふく

祉
し

サービス利
り

用
よう

支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

。既
き

存
そん

のものとしては、特
とく

定
てい

非
ひ

営
えい

利
り

活
かつ

動
どう

法
ほう

人
じん

湘
しよう

南
なん

ふ
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くしネットワークオンブズマンの活
かつ

動
どう

が参
さん

考
こう

になる 

○理
り

由
ゆう

 

 自
じ

分
ぶん

で決
き

めることが 難
むずか

しい人
ひと

がたくさんいるのに、とつぜん「自
じ

分
ぶん

のことは自
じ

分
ぶん

で

決
き

めてください」と言
い

われても、なかなか自
じ

分
ぶん

では決
き

められない。それどころか、自
じ

分
ぶん

の

ことをあまり理
り

解
かい

していない支
し

援
えん

者
しや

が、「これはこの人
ひと

が決
き

めたことです」と、勝
かつ

手
て

に決
き

めてしまうかもしれない。そうならないような仕
し

組
く

みや取
と

り組
く

みが必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う。 

 まず 考
かんが

えなければならないのは、自
じ

分
ぶん

で決
き

めることが 難
むずか

しい人
ひと

が自
じ

分
ぶん

で決
き

められ

るようになるためには、どうしたらいいのかということだと思
おも

う。それは、「自
じ

分
ぶん

で決
き

め

てもいいんだよ」とアドバイスくれるような仲
なか

間
ま

を持
も

つことだったり、実
じつ

際
さい

に自
じ

分
ぶん

で決
き

めるという経
けい

験
けん

を続
つづ

けていくことだったり、支
し

援
えん

者
しや

や周
まわ

りの人
ひと

が自
じ

分
ぶん

のことを勝
かつ

手
て

に決
き

めないようにしていくことだったりする。こうしたことをサービスだけで実
じつ

現
げん

してい

くのは 難
むずか

しい。また、自
じ

分
ぶん

で決
き

めるための特
とく

別
べつ

なサービスをつくっても、それだけで

すぐに自
じ

分
ぶん

で決
き

められるようにはならない。障
しよう

害
がい

者
しや

が自
じ

分
ぶん

のことを自
じ

分
ぶん

で決
き

められる

ようになるためには何
なに

が必
ひつ

要
よう

なのか、サービス以
い

外
がい

のことも 考
かんが

えていくことが大
だい

事
じ

だ

と思
おも

う。 

 福
ふく

祉
し

サービスの側
がわ

から機
き

能
のう

する権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

は、福
ふく

祉
し

サービスに人
ひと

を当
あ

てはめようとす

ることから逃
のが

れられないから、福
ふく

祉
し

サービスから独
どく

立
りつ

した支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

が、しっかりと 行
おこな

える相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

の機能
きのう

の 充 実
じゅうじつ

が求
もと

めら

れる。そのためには、専 門 的
せんもんてき

な知識
ちしき

と技能
ぎのう

を有
ゆう

する人 材
じんざい

の確保
かくほ

などを含
ふく

めた体 制
たいせい

整

備が求
もと

められる。また、可能
かのう

な場合
ばあい

には、セルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

を活 用
かつよう

できる利用者
りようしゃ

自体
じたい

の課題
かだい

解 決
かいけつ

能 力
のうりょく

の 向 上
こうじょう

、すなわちエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の 向 上
こうじょう

、そして、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

関 係
かんけい

各機関
かくきかん

同士
どうし

の
し

連 携
れんけい

が求
もと

められる。 

 また、自己
じ こ

選 択
せんたく

しうる選択肢
せんたくし

としてのサービスメニュー
さ ー び す め に ゅ ー

の種 類
しゅるい

と 量
りょう

の 充 実
じゅうじつ

も

必 要
ひつよう

である。適 切
てきせつ

な相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

を円 滑
えんかつ

に 行
おこな

うためには、障 害
しょうがい

体 験 者
たいけんしゃ

である

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の関与
かんよ

も 必 要
ひつよう

になり、 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

におけるピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

体 制
たいせい

、

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

制度
せいど

の社 会
しゃかい

における位置
い ち

づけなどが求
もと

められる。 

○理由 
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本 人
ほんにん

の意思
い し

決 定
けってい

への参加
さんか

を、サービス
さ ー び す

の中
なか

に具体的
ぐたいてき

に確保
かくほ

できる支援
しえん

システム
し す て む

が必 要
ひつよう

である。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 本 人
ほんにん

の権利
けんり

主 張
しゅちょう

を支援
しえん

する行 政
ぎょうせい

・サービス
さ ー び す

提 供 者
ていきょうしゃ

から独 立
どくりつ

したあくまで本 人
ほんにん

の

利益
りえき

に奉仕
ほうし

するアドボケイトシステム
あ ど ぼ け い と し す て む

が必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 サービス
さ ー び す

提 供 者
ていきょうしゃ

あるいは医 療
いりょう

機関
きかん

は本 人
ほんにん

の権利
けんり

主 張
しゅちょう

をささえ、「公 平
こうへい

中 立
ちゅうりつ

」では

なくあくまで本 人
ほんにん

の利益
りえき

に奉仕
ほうし

する機関
きかん

とはなりえないから 

 



14 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-6-2) 権利
けんり

擁護
ようご

を推 進
すいしん

していくためにはどのような体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

か？相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の事業化
じぎょうか

についてどう 考
かんが

えるか？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 出来高払い
できだかばらい

の相 談
そうだん

支援
しえん

だけでは、潜 在 的
せんざいてき

なニーズ
に ー ず

に対 応
たいおう

することはできない。権利
けんり

侵 害
しんがい

を掘り起こして
ほ り お こ し て

いくためには、 一 定
いってい

の補助
ほじょ

金
きん

が 保 障
ほしょう

された 公 共 性
こうきょうせい

の高い
たかい

アウトリーチ型
あ う と り ー ち か た

の相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

が必 要
ひつよう

。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

を上げる
あ げ る

必 要
ひつよう

がある。そして当事者
とうじしゃ

の 力
ちから

(ピアカン
ぴ あ か ん

、

ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

)を活 用
かつよう

する仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

。また相 談
そうだん

支援
しえん

は、中 立
ちゅうりつ

であるという意識
いしき

と

構 造
こうぞう

が必 要
ひつよう

で、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

するには、それを推 進
すいしん

する人 材
じんざい

が必 要
ひつよう

で有る
あ る

。  

○理由 

 指定
してい

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

ではあるが、報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

が低すぎる
ひくすぎる

ためサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

作成費
さくせいひ

を 請 求
せいきゅう

する 事 業
じぎょう

には手
て

が出せないで
だ せ な い で

いる。 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

には、当事者
とうじしゃ

相 談 員
そうだんいん

(ピアカン
ぴ あ か ん

)の必 要 性
ひつようせい

は大
だい

である。 共 感
きょうかん

・ 共 鳴
きょうめい

の中
なか

で 真
まこと

のニーズ
に ー ず

の 表 明
ひょうめい

が

図れる
はかれる

システム
し す て む

が求められるからである。その場合
ばあい

にピアカン
ぴ あ か ん

で身
み

を立てる
た て る

ことができる

ような仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

である。相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

が市 町 村
しちょうそん

から法 人
ほうじん

への委託
いたく

という 形
かたち

な

ので、 中 立
ちゅうりつ

になり得ず
な り え ず

、また、法 人
ほうじん

の人事
じんじ

に左右され
さゆうされ

体 制
たいせい

も不安定
ふあんてい

である。ひとつ

の手 法
しゅほう

として、民 間
みんかん

から市 町 村
しちょうそん

への相 談 員
そうだんいん

の 出 向
しゅっこう

により安 定 的
あんていてき

な対 応
たいおう

体 制
たいせい

を作る
つくる

こともできると思われる
おもわれる

。（長野
ながの

では実施
じっし

されている。） 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 虐 待
ぎゃくたい

も含
ふく

め、守
まも

られるべき権利
けんり

の定義
ていぎ

や実 例
じつれい

を整理
せいり

する。 

 相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメントの事 業
じぎょう

に障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

やその関 係 者
かんけいしゃ

（親
おや

を含
ふく

む）を含
ふく

めて事業化
じぎょうか

する。 

○理由
りゆう
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 権利
けんり

擁護
ようご

を推 進
すいしん

するための人 材
じんざい

不足
ふそく

。市民
しみん

後 見 人
こうけんにん

では責 任
せきにん

と信 頼
しんらい

が見
み

えない。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 権利
けんり

擁護
ようご

を推 進
すいしん

していくためには客 観 性
きゃくかんせい

を保 障
ほしょう

するしくみは不可欠
ふかけつ

なので、特 定
とくてい

の社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

(施設
しせつ

)が担
にな

う形
かたち

ではなく、別個
べっこ

に準 備
じゅんび

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。ま

た、相 談
そうだん

支援
しえん

の事 業 所
じぎょうしょ

に解 決
かいけつ

責 任 者
せきにんしゃ

を兼
か

ねたケアマネジャ
け あ ま ね じ ゃ

ーを配置
はいち

する必 要
ひつよう

があ

る。ケアマネジャ
け あ ま ね じ ゃ

ーは、担 当
たんとう

する障 害 者
しょうがいしゃ

が受
う

けているサービス
さ ー び す

について検 証
けんしょう

し(個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

→ 検 証
けんしょう

→ 目 標
もくひょう

は 達 成
たっせい

したか？Plan do See のしくみ)、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事 業 所
じぎょうしょ

に対
たい

して牽 制
けんせい

する役 割
やくわり

を担
にな

うことが必 要
ひつよう

である。本 人
ほんにん

の声
こえ

を聴
き

き代 弁
だいべん

す

るオンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

制度
せいど

の導 入
どうにゅう

なども考
かんが

えられる。 

○理由
りゆう

 

 契 約
けいやく

による福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

は、決
けっ

して対 等
たいとう

ではなく、特
とく

に売
う

り手
て

市 場
しじょう

である

現 在
げんざい

では圧 倒 的
あっとうてき

に利用者
りようしゃ

が不利
ふ り

である。そのために、サービス
さ ー び す

に対
たい

する注 文
ちゅうもん

が出
だ

し

にくく増
ま

して苦 情
くじょう

を言
い

う時
とき

はサービス
さ ー び す

の利用
りよう

を諦
あきら

める覚悟
かくご

が必 要
ひつよう

である。公 平
こうへい

中 立
ちゅうりつ

な第 三 者
だいさんしゃ

というよりも、徹 底 的
てっていてき

に利用者側
りようしゃがわ

に立
た

つオンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

がいてはじめて対 等
たいとう

になれると思
おも

われる。千葉県
ちばけん

や北 海 道
ほっかいどう

の 障
しょう

がい者
しゃ

条 例
じょうれい

に見
み

られるように、障 害 者
しょうがいしゃ

の

権利
けんり

擁護
ようご

は現時的
げんじてき

な重 要
じゅうよう

課題
かだい

となっている。この課題
かだい

を解
かい

決
けっ

するためには、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の法定化
ほうていか

（地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

ではなく）が必 要
ひつよう

であり、D-1-5 で述
の

べた論 点
ろんてん

と

同 様
どうよう

の施策
しさく

が必 要
ひつよう

である。 

 エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

の事業化
じぎょうか

については、本 人
ほんにん

が本 人
ほんにん

の持
も

てる力
ちから

を発揮
はっき

できるよう

に支
ささ

えていくという視点
してん

が重 要
じゅうよう

であるが、単
たん

に「頑張
がんば

らせる」といった内 容
ないよう

に堕
だ

しな

いような工夫
くふう

が必 要
ひつよう

である。そのためには、本 人
ほんにん

の代 弁 者
だいべんしゃ

としての支援
しえん

機能
きのう

（例
たと

えば、

成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

）とセット
せ っ と

にするような形
かたち

で、包 括 的
ほうかつてき

な視点
してん

からのエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

が展 開
てんかい

されるべきと考
かんが

える。セルフアドボカシ
せ る ふ あ ど ぼ か し

ーへのエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

が必 要
ひつよう

である。

（「自
みずか

らの権利
けんり

を獲 得
かくとく

する力
ちから

を養
やしな

い、自分
じぶん

で自分
じぶん

の権利
けんり

を守
まも

る」そのための支援
しえん

） 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちは、その多
おお

くが権利
けんり

侵 害
しんがい

の危険
きけん

にさらされていると考
かんが

える。
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日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

の場面
ばめん

から法 律
ほうりつ

行為
こうい

にいたるまで、適 切
てきせつ

に支援
しえん

できる身近
みぢか

な相 談
そうだん

支援
しえん

や

権利
けんり

擁護
ようご

の仕組
し く

みが不可欠
ふかけつ

であると考
かんが

える。したがって、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

・強 化
きょうか

と成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の推 進
すいしん

が求
もと

められる。同時
どうじ

に、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

につい

ても検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 判 断
はんだん

能 力
のうりょく

が不 十 分
ふじゅうぶん

であるという特 性
とくせい

のある知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちについては、

「自己
じ こ

決 定
けってい

・自己
じ こ

選 択
せんたく

」を基本
きほん

に置
お

きつつも、過度
か ど

にそのかたちに依存
いぞん

することにより、

契 約
けいやく

行為
こうい

等
とう

において、むしろ権利
けんり

が脅
おびや

かされることに留 意
りゅうい

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 エンパワメント支援
しえん

には、なるだけ同
おな

じ障害
しょうがい

を持
も

つなどの障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が支援
しえん

する側
がわ

に

いるべきである。 

○理由
りゆう

 

 エンパワメント支援
しえん

には同
おな

じ障害
しょうがい

などでヘルパー制度
せいど

を使
つか

った地域
ちいき

生 活
せいかつ

を先
さき

に行
おこな

っ

ている障害者
しょうがいしゃ

など、ロールモデルが必要
ひつよう

。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 エンパワメントということばが本 来
ほんらい

意味
い み

するところは専門家
せんもんか

から当事者
とうじしゃ

への「権 力
けんりょく

の移 譲
いじょう

」である。その意味
い み

からも、ピア・サポートやピア・カウンセリング、当事者
とうじしゃ

活 動
かつどう

の推 進
すいしん

が主 軸
しゅじく

となるべきである。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・アドボカシ
あ ど ぼ か し

ー支援
しえん

機関
きかん

で実施
じっし

する。これは、サービス
さ ー び す

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から独 立
どくりつ

した中 立 性
ちゅうりつせい

が

保 障
ほしょう

された相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

で実施
じっし

する。相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

には、当事者
とうじしゃ

運 営
うんえい

の組織
そしき

、機関
きかん

も含
ふく

まれる 
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【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の抜
ばつ

本
ぽん

的
てき

拡 充
かくじゅう

。 

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

の社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

を窓 口
まどぐち

とした成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

は、利用
りよう

しにくく、また費用
ひよう

負担
ふたん

が生
しょう

じてしまう。それらの問 題
もんだい

を解
かい

決
けつ

しなければ制度
せいど

利用
りよう

の普 及
ふきゅう

は困 難
こんなん

と思
おも

わ

れる。また相 談
そうだん

支援
しえん

については、前 述
ぜんじゅつ

のとおりである。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で生 活
せいかつ

していく基本
きほん

条 件
じょうけん

として相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

が

必 要
ひつよう

です。 

○理由
りゆう

 

 相 談
そうだん

支援
しえん

は中 立
ちゅうりつ

公 平
こうへい

な立場
たちば

で本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

のケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

支援
しえん

のできる人 材
じんざい

が

必 要
ひつよう

です。 

 相 談
そうだん

支援
しえん

の体 制
たいせい

は重 層 的
じゅうそうてき

に考
かんが

えるべきで、５万 人
まんにん

の人 口
じんこう

に対
たい

して４名
めい

の相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

を配置
はいち

する基幹型
きかんかた

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを国
くに

が責 任
せきにん

を持
も

って整備
せいび

すること。

この他
ほか

に委託
いたく

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

を必 要
ひつよう

に応
おう

じて（障 害 者 数
しょうがいしゃすう

および障 害
しょうがい

程度
ていど

によっ

て違
ちが

う）都道府県
とどうふけん

及
およ

び市 町 村
しちょうそん

ないし広 域
こういき

で整備
せいび

する。これらを行 政
ぎょうせい

の相 談
そうだん

に加
くわ

え

て整備
せいび

することにより、個別
こべつ

支援
しえん

体 制
たいせい

が整
ととの

えられる。この基幹
きかん

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーが

エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

を基本
きほん

とした権利
けんり

擁護
ようご

の推 進 役
すいしんやく

として機能
きのう

する。一 方
いっぽう

で権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

制度
せいど

など法 的
ほうてき

な本 人
ほんにん

支援
しえん

制度
せいど

があるとよい。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 サービス
さ ー び す

利用
りよう

のトラブル
と ら ぶ る

・権利
けんり

侵 害
しんがい

や 就 労
しゅうろう

、近 隣
きんりん

トラブル
と ら ぶ る

など 障 害 者
しょうがいしゃ

の問 題
もんだい

は

多様
たよう

であり、常に
つねに

相 談
そうだん

できる相 談
そうだん

体 制
たいせい

と支援者
しえんしゃ

は必 要
ひつよう

。また、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の

事業化
じぎょうか

は必 要
ひつよう

と考える
かんがえる

。 

○理由 

 本 人
ほんにん

の自己
じ こ

選 択
せんたく

、自己
じ こ

決 定
けってい

によるサービス
さ ー び す

を実施
じっし

するためには、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の
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取り組み
と り く み

があり、よって地域
ちいき

社 会
しゃかい

で自立
じりつ

し、社 会
しゃかい

参加
さんか

につながるものと考える
かんがえる

。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

は必須
ひっす

事 業
じぎょう

ではあるが、財 源
ざいげん

が担
たん

保
ほ

されていないため、24時間
じかん

対 応
たいおう

も含
ふく

め十 分
じゅうぶん

な体 制
たいせい

がとれずにいる。相 談
そうだん

支援
しえん

を充 実
じゅうじつ

するためには国
くに

の事 業
じぎょう

と

し、報 酬
ほうしゅう

水 準
すいじゅん

を引
ひ

き上
あ

げるべきである。 

 また、その従 事 者
じゅうじしゃ

のスキルアップ
す き る あ っ ぷ

のための支援
しえん

も不足
ふそく

しており、充 実
じゅうじつ

策
さく

を図
はか

るべき

である。 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

が不足
ふそく

するなど権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

体 制
たいせい

の基礎的
きそてき

な基盤
きばん

はまだ脆 弱
ぜいじゃく

で

あるので、人 材
じんざい

養 成
ようせい

や仕組
し く

みづくりなど全 国 的
ぜんこくてき

な底上
そこあ

げを国
くに

が強 力
きょうりょく

に主 導
しゅどう

すべ

き段 階
だんかい

である。 

○理由
りゆう

 

 権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

に対
たい

するニーズが多
おお

いにもかかわらず、成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

等
とう

が大 幅
おおはば

に

不足
ふそく

しているなど権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

体 制
たいせい

は脆 弱
ぜいじゃく

である。体 制
たいせい

としてどのような機関
きかん

が

想 定
そうてい

されているのか不明
ふめい

であるが、地方
ちほう

の町
まち

では、専門家
せんもんか

や関 係 者 間
かんけいしゃかん

の調 整
ちょうせい

をこ

なすことができるような人 材
じんざい

を確保
かくほ

することは容易
ようい

でないことを理解
りかい

していただきた

い。 

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 権利
けんり

意識
いしき

の醸 成
じょうせい

には、 人 権
じんけん

啓 発
けいはつ

を含
ふく

む学 習
がくしゅう

や体 験
たいけん

できる場
ば

が必 要
ひつよう

である。

障 害 者
しょうがいしゃ

にとっての人 権
じんけん

啓 発
けいはつ

は障 害
しょうがい

別
べつ

、自助
じじょ

組織
そしき

別
べつ

に行
おこな

うことが容易
ようい

な方 法
ほうほう

である。

相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメントの事業化
じぎょうか

は推
お

し進
すす

めるべきである。 

○理由
りゆう

 

 相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメントの事業化
じぎょうか

を通
つう

じて障 害
しょうがい

をもつ当事者
とうじしゃ

の中 核 的
ちゅうかくてき

人 材
じんざい

養 成
ようせい

の必 要
ひつよう

があり、事 業
じぎょう

を推 進
すいしん

できること。この相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

やエンパワメント
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の事業化
じぎょうか

を進
すす

めることにより各 々
おのおの

の障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と自律
じりつ

の精 神
せいしん

を育
はぐく

むことができる。 

  

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 人 口
じんこう

１０万 人
まんにん

くらいに一
ひと

つ、 障
しょう

がい者
しゃ

のピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

やエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の取
と

り組
く

みをする場
ば

（地域
ちいき

障 害 者
しょうがいしゃ

エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

事 業
じぎょう

）をおく。また、都道府県
とどうふけん

もしくは政 令
せいれい

指定
してい

都市
と し

にひとつ、権利
けんり

を守
まも

るセンタ
せ ん た

ー（広 域 型
こういきかた

権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

）をおく。 

○理由
りゆう

 

 論 点
ろんてん

D-6-1 でのべた３つのしくみのうち、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

やエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

に関
かん

する１の

部分
ぶぶん

は、１０万 人
まんにん

にひとつくらい必 要
ひつよう

です。それ以外
いがい

の２と３の部分
ぶぶん

は、もう尐
すこ

しはん

いを広
ひろ

げて、専
せん

もん的
てき

な調
ちょう

さもできる場
ば

としておくべきです。そのことについても詳
くわ

し

くは、論 点
ろんてん

D-6-1で参
さん

こうにあげた本
ほん

にも書
か

いています。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 権利
けんり

擁護
ようご

については、必 要
ひつよう

な機能
きのう

を有
ゆう

する支援
しえん

センタ
せ ん た

ーなどを設置
せっち

する。その際
さい

年 齢
ねんれい

や法 的
ほうてき

な垣根
かきね

にこだわらない基礎的
きそてき

な自治体
じちたい

を中 心
ちゅうしん

に設置
せっち

を検 討
けんとう

する。 

 相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の事業化
じぎょうか

においては、国
くに

のガイドライン
が い ど ら い ん

を設置
せっち

し、必 要
ひつよう

な

業 務
ぎょうむ

の最 低 限
さいていげん

を具体的
ぐたいてき

に示
しめ

す必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 権利
けんり

擁護
ようご

も相 談
そうだん

支援
しえん

もエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

も 重 要
じゅうよう

とされながら地域
ちいき

ごとの 裁 量
さいりょう

にゆ

だねられており格差
かくさ

が激しい
はげしい

。相 談
そうだん

支援
しえん

は必須
ひっす

となっている地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の中
なか

で

もとりわけ 重 要
じゅうよう

な内 容
ないよう

とされるため強 化
きょうか

が必 要
ひつよう

なため。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

禁止
きんし

条 例
じょうれい

を各都道府県
かくとどうふけん

と市 町 村
しちょうそん

に義務
ぎ む

づける。 

○理由
りゆう

 

 市 町 村
しちょうそん

においては相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

が権利
けんり

擁護
ようご

相 談 員
そうだんいん

を兼
か

ね、市 長
しちょう

の権 限
けんげん

の元
もと

に差別
さべつ

事例
じれい

の 調 整
ちょうせい

、助 言
じょげん

、勧 告
かんこく

、氏名
しめい

の 公 表
こうひょう

、訴 訟
そしょう

費用
ひよう

の支援
しえん

等
とう

を 行
おこな

えるよ
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うにし、かつ当事者
とうじしゃ

のエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の視点
してん

から、当事者
とうじしゃ

エンパワメントネットワーク
え ん ぱ わ め ん と ね っ と わ ー く

が

行
おこな

っている当事者
とうじしゃ

主 体
しゅたい

のケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の 研 修
けんしゅう

を義務
ぎ む

づけておく必 要
ひつよう

がある。

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

は現 在
げんざい

国庫
こっこ

補助
ほじょ

対 象
たいしょう

から外
はず

されており、市 町 村
しちょうそん

の単 独
たんどく

事 業
じぎょう

に近
ちか

い 状 況
じょうきょう

で機能
きのう

していない。権利
けんり

擁護
ようご

センター
せ ん た ー

には権利
けんり

擁護
ようご

相 談 員
そうだんいん

が人 口
じんこう

5万 人
まんにん

単位
たんい

に 10名
めい

程度
ていど

配置
はいち

できるような制度
せいど

を構 築
こうちく

すべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

を地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

から国
くに

が責 任
せきにん

を持つ
も  

義務的
ぎむてき

経費
けいひ

の事 業
じぎょう

とし

て強 化
きょうか

するとともに、その独 立 性
どくりつせい

と専 門 性
せんもんせい

が 重 要
じゅうよう

となる。 

○理由
りゆう

 

 自 ら
みずか 

の意思
い し

決 定
けってい

に支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
けんり

擁護
ようご

のためには、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の強 化
きょうか

を図る
はか 

必 要
ひつよう

がある。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

施設
しせつ

の機能
きのう

の充 実
じゅうじつ

、および 各 相 談
かくそうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

－や地域
ちいき

生 活
せいかつ

自立支
じりつし

援 協
えんきょう

議会
ぎかい

に聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

当事者
とうじしゃ

の参加
さんか

を義務付
ぎ む づ

ける必 要
ひつよう

がある。 

 単
たん

に通 訳
つうやく

や情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

ができる相 談 員
そうだんいん

やピアカウンセラ
ぴ あ か う ん せ ら

－でなく、幅 広
はばひろ

いサ
さ

－

ビス
び す

を活
かつ

用
よう

・調 整
ちょうせい

(ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

)できる人 材
じんざい

が必 要
ひつよう

であり、そのための人 材
じんざい

育 成
いくせい

(研 修
けんしゅう

)が必 要
ひつよう

である。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 患 者 力
かんじゃりょく

（会
かい

）、 N P O
えぬぴーおー

(非営利
ひえいり

活 動
かつどう

)、ボランティアの社 会 的
しゃかいてき

役 割
やくわり

の重 要 性
じゅうようせい

を

見直
みなお

すこと 

 患 者 会
かんじゃかい

・行 政
ぎょうせい

・専門家
せんもんか

・企 業
きぎょう

などとの協 働
きょうどう

による事業化
じぎょうか

は多様
たよう

なニーズに応
こた

え

る重 要
じゅうよう

な形 態
けいたい
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【橋 本
はしもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 市 町 村
しちょうそん

による相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、当事者
とうじしゃ

の自己
じ こ

決 定
けってい

を擁護
ようご

するとは限
かぎ

らない。あく

までも本 人
ほんにん

の意思
い し

を 尊 重
そんちょう

するためには、ピア
ぴ あ

の機能
きのう

をもつＮＰＯなどに、権利
けんり

擁護
ようご

事 業
じぎょう

を委託
いたく

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 専 門
せんもん

職
しょく

による相 談
そうだん

支援
しえん

では、本 人
ほんにん

の自己
じ こ

決 定
けってい

を肯 定
こうてい

しないケース
け ー す

が尐
すく

なくない

からである。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 緊 急
きんきゅう

に対 応
たいおう

でき、無 償
むしょう

で利用
りよう

できること。困
こま

った時
とき

にはこの電話
でんわ

の１１０番
ばん

のよ

うなわかりやすい合言葉
あいことば

で知
し

らせる。 

 また、権利
けんり

擁護
ようご

の推 進
すいしん

には障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の制 定
せいてい

が不可欠
ふかけつ

である。 

○理由
りゆう

 

 国 民
こくみん

みんなが知
し

っておく必 要
ひつよう

があるから。 

 児童
じどう

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

や 高 齢 者
こうれいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

が 制 定
せいてい

されたことで、 通 報
つうほう

義務
ぎ む

等
とう

が

明確化
めいかくか

され以前
いぜん

より業 務
ぎょうむ

が増
ふ

えたが、介 入
かいにゅう

がやり易
やす

くなったとの実 感
じっかん

がある。一 方
いっぽう

、

障 害 者
しょうがいしゃ

に関
かん

しては問 題
もんだい

が残
のこ

る。相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワメントなどソフトな事 業
じぎょう

は

大 切
たいせつ

であるが、その前
まえ

に法 的
ほうてき

（ハード）な根 拠
こんきょ

があってこそ生
い

きるものである。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の傾 聴
けいちょう

と共 感
きょうかん

という現 状
げんじょう

が相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

というのであれば、解 決
かいけつ

できる相 談
そうだん

にしてほしい 

○理由
りゆう

 

 傾 聴
けいちょう

と共 感
きょうかん

という名
な

のあいづちを打
う

っているのであれば、話 相 手
はなしあいて

の方
ほう

が必 要
ひつよう

 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん
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 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

および体 制
たいせい

の役 割
やくわり

を、はっきりと位置付
い ち づ

けることが重 要
じゅうよう

である。

財 政 的
ざいせいてき

裏付
うらづ

けをしっかりと作
つく

り、最 低
さいてい

でも４人
にん

くらいの体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

である。差別
さべつ

禁止法
きんしほう

や虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

との関 連
かんれん

から、権利
けんり

擁護
ようご

の部署
ぶしょ

を必
かなら

ず設置
せっち

すべきである。相 談
そうだん

支援
しえん

やエンパワーメント
え ん ぱ わ ー め ん と

の事業化
じぎょうか

も必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 これまでの取
と

り組
く

みでは、当事者
とうじしゃ

や住 民
じゅうみん

の参 画
さんかく

が保 障
ほしょう

された中
なか

での計 画
けいかく

策 定
さくてい

に

なっていない。地域
ちいき

の状 況
じょうきょう

が十 分
じゅうぶん

に反 映
はんえい

されていない点
てん

などが指摘
してき

されているので、

もっと内 容
ないよう

の充 実
じゅうじつ

したものにしていくことが求
もと

められ、市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の

中
なか

にしっかりと位置
い ち

づけなければならない。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 今
いま

まで述べた
の

ことに加え
くわ

、弁護士
べんごし

が果たす
は

べき役割
やくわり

の強化
きょうか

を法定化
ほうていか

することが必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 全て
すべ

の 障 害 者
しょうがいしゃ

に弁護士
べんごし

が付け
つ

とは言わない
い

が、弁護士
べんごし

が 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の意味
い み

を

正しく
まさ

理解
りかい

した上
うえ

で、いざというときに権利
けんり

擁護
ようご

が可能
かのう

な 状 態
じょうたい

が保 障
ほしょう

されていること

は意味
い み

があるのでは。 

 後 者
こうしゃ

は「論 点
ろんてん

C-１-２」等
など

とかぶる。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

の実施
じっし

するあんしんサポートネット
さ ぽ ー と ね っ と

，成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

ともにさまざ

まな問 題
もんだい

がある．緊 急
きんきゅう

に対 応
たいおう

でき，無 償
むしょう

で利用
りよう

できること，また相 談
そうだん

にあたる人 材
じんざい

養 成
ようせい

が課題
かだい

である． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 各支援
かくしえん

を受ける
う   

場面
ばめん

における権利
けんり

擁護
ようご

を指定
してい

基 準
きじゅん

等
とう

で義務付ける
ぎ む づ   

とともに、支援
しえん

する

者
しゃ

の意識
いしき

や資質
ししつ

の 向 上
こうじょう

を継 続 的
けいぞくてき

に図 る
はか  

必 要
ひつよう

がある。また、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

や 虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の議論
ぎろん

や 動 向
どうこう

と 整 合 性
せいごうせい

を取りながら
と     

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の 様 々
さまざま

な場面
ばめん

における
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実 効 的
じっこうてき

な権利
り

擁護
ようご

体 制
たいせい

を構 築
こうちく

する必 要
ひつよう

がある。 

 なお、事業化
じぎょうか

については、今後
こんご

の各支援
かくしえん

事 業
じぎょう

における内 容
ないよう

（支援
しえん

メニュー
め に ゅ ー

）の課題
かだい

と

して考える
かんがえる

のか、個別
こべつ

に制度化
せいどか

する必 要
ひつよう

があるのかについては一 定
いってい

の議論
ぎろん

がなされるべ

き。 

○理由
りゆう

 

 生 活
せいかつ

の様 々
さまざま

な場面
ばめん

において権利
けんり

擁護
ようご

は実 現
じつげん

されるべきである。国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

の意識
いしき

改 革
かいかく

のため、制度
せいど

が 先 導
せんどう

する 形
かたち

で、 最 も
もっと  

適 し た
てき    

制度
せいど

体 系
たいけい

、支援
しえん

内 容
ないよう

が

考 え ら れ る
かんが       

べきであると思われる
おも     

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 障
しよう

害
がい

者
しや

の中
なか

には、いままで自
じ

分
ぶん

のことを自
じ

分
ぶん

で決
き

める機
き

会
かい

を奪
うば

われてきた人
ひと

も

多
おお

い。自
じ

分
ぶん

で決
き

めることが 難
むずか

しい人
ひと

が自
じ

分
ぶん

で決
き

めていくためには、サービスの仕
し

組
く

み

を 考
かんが

えるだけでは不
ふ

十
じゆう

分
ぶん

だと思
おも

う。 

 福
ふく

祉
し

サービスから独
どく

立
りつ

した、自
じ

己
こ

決
けつ

定
てい

について総
そう

合
ごう

的
てき

な視
し

点
てん

から支
し

援
えん

をするため

に、当
とう

事
じ

者
しや

や市
し

民
みん

が運
うん

営
えい

する自
じ

己
こ

決
けつ

定
てい

支
し

援
えん

センター機
き

能
のう

が必
ひつ

要
よう

。 

○理
り

由
ゆう

 

 いままで自
じ

分
ぶん

で決
き

める機
き

会
かい

を奪
うば

われてきた人
ひと

たちに、とつぜん「これからは自
じ

分
ぶん

で決
き

めてください」と言
い

っても、自
じ

分
ぶん

で決
き

めることは 難
むずか

しい。だから、まずは、自
じ

分
ぶん

で決
き

め

ることが 難
むずか

しくても自
じ

分
ぶん

の好
す

きな生
せい

活
かつ

ができるように、ケアマネジメントの仕
し

組
く

みを

先
さき

につくらなければならない。それと合
あ

わせて、自
じ

分
ぶん

の生
せい

活
かつ

について自
じ

分
ぶん

で決
き

めていい

んだと 障
しよう

害
がい

者
しや

みんなに伝
つた

え、自
じ

分
ぶん

で決
き

める機
き

会
かい

を増
ふ

やしていくことが必
ひつ

要
よう

だ。また、

自
じ

分
ぶん

で決
き

めることを 難
むずか

しくしているのは 障
しよう

害
がい

者
しや

自
じ

身
しん

の責
せき

任
にん

ではなく、支
し

援
えん

の仕
し

方
かた

や 考
かんが

え方
かた

を間
ま

違
ちが

えていた支
し

援
えん

者
しや

が多
おお

かったことも大
おお

きな理
り

由
ゆう

なので、「 障
しよう

害
がい

者
しや

が

自
じ

分
ぶん

のことは自
じ

分
ぶん

で決
き

められるように支
し

援
えん

していこう」というように、支
し

援
えん

者
しや

の 考
かんが

え

方
かた

を変
か

えていくことも大
たい

切
せつ

だ。 

 行
ぎよう

政
せい

や福
ふく

祉
し

サービスの側
がわ

から相
そう

談
だん

支
し

援
えん

やエンパワメントを 考
かんが

えるのではなく、

当
とう

事
じ

者
しや

や市
し

民
みん

による総
そう

合
ごう

的
てき

な視
し

点
てん

で支
し

援
えん

を 考
かんが

えることが必
ひつ

要
よう

である。 
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【宮田
みやた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

と権利
けんり

擁護
ようご

の根 幹
こんかん

は相 談
そうだん

支援
しえん

である。相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の財 源
ざいげん

を確保
かくほ

して（個別
こべつ

給付化
きゅうふか

または国庫
こっこ

補助
ほじょ

）拡 大
かくだい

・充 実
じゅうじつ

させ、障 害 者
しょうがいしゃ

へのケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

とエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の質
しつ

と 量
りょう

を確保
かくほ

する。また、乳幼児期
にゅうようじき

からの育児
いくじ

支援
しえん

や発 達
はったつ

支援
しえん

の

根 幹
こんかん

として「障 害 児
しょうがいじ

の相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

」を児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に位置付ける
い ち づ け る

。 

○理由
りゆう

 

 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

は「権利
けんり

擁護
ようご

」「地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

」「事
じ

業 者
ぎょうしゃ

と当事者
とうじしゃ

の対 等
たいとう

な関 係
かんけい

に

基づく
もとづく

利用
りよう

・契 約
けいやく

」を基本
きほん

とする 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の根 幹
こんかん

となるべき事 業
じぎょう

であり、

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

とエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

を具現化
ぐげんか

する事 業
じぎょう

でもある。そのため、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の財 源
ざいげん

を義務的
ぎむてき

経費
けいひ

として確保
かくほ

し発 展
はってん

・拡 大
かくだい

を図る
はかる

ことが必 要
ひつよう

である。また、

障 害 児
しょうがいじ

に対する
たいする

相 談
そうだん

支援
しえん

は、「 障 害
しょうがい

の確 定
かくてい

する前
まえ

」からの育児
いくじ

支援
しえん

から始まり
はじまり

、

発 達
はったつ

支援
しえん

、就 学
しゅうがく

支援
しえん

など 障 害 者
しょうがいしゃ

の相 談
そうだん

支援
しえん

とは異なる
ことなる

要素
ようそ

をもつ。そのため、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に位置付けて
い ち づ け て

（個別
こべつ

給 付
きゅうふ

ではなく）実施
じっし

する必 要
ひつよう

がある。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

が担
にな

っている 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

について、事例
じれい

の 収 集
しゅうしゅう

など

を 行
おこな

い、充 実
じゅうじつ

をはかるとともに、権利
けんり

擁護
ようご

に関する
かんする

理解
りかい

の促 進
そくしん

につなげる必 要
ひつよう

があ

る。さらにケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

、可能
かのう

な場合
ばあい

にはセルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

によって、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の課題
かだい

解 決
かいけつ

能 力
のうりょく

を 向 上
こうじょう

させるシステム
し す て む

構 築
こうちく

が求
もと

められる。このときには、自治体
じちたい

で位置
い ち

づけられている 障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

との連 携
れんけい

によるピアサポートシステム
ぴ あ さ ぽ ー と し す て む

を備
そな

え

た 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

が 、 大
おお

き な 役 割
やくわり

を 担
にな

う と 考
かんが

え ら れ る 。 目 標
もくひょう

は

セルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

、または適 切
てきせつ

な専 門
せんもん

職
しょく

の支援
しえん

を受
う

けたケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の活 用
かつよう

、

すなわち 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

自体
じたい

が課題
かだい

解 決
かいけつ

能 力
のうりょく

を身
み
につけることであり、 自

みずか
らの

生 活
せいかつ

に主 体 的
しゅたいてき

に取
と

り組
く

むエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の 向 上
こうじょう

である。 

○理由 

 自治体
じちたい

に よ っ て 位置
い ち

づ け ら れ て い る 障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

と の 連 携
れんけい

に よ る

ピアサポートシステム
ぴ あ さ ぽ ー と し す て む

を備
そな

えた相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

の活 用
かつよう

を構 築
こうちく

すべきである。 
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【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 行 政
ぎょうせい

およびサービス
さ ー び す

提 供 者
ていきょうしゃ

および家族
かぞく

団 体
だんたい

から独 立
どくりつ

した、本 人
ほんにん

の権利
けんり

主 張
しゅちょう

を支
ささ

えるアドボケイトシステム
あ ど ぼ け い と し す て む

が必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 行 政
ぎょうせい

、サービス
さ ー び す

提 供 者
ていきょうしゃ

および家族
かぞく

団 体
だんたい

は本 人
ほんにん

の権利
けんり

主 張
しゅちょう

支援
しえん

は不可能
ふかのう

だから 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-6-3) サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

等
とう

のための苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組
し く

みに

ついてどう 考
かんが

えるか？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

は、 現 状
げんじょう

を維持
い じ

。 虐 待
ぎゃくたい

については、 介 入
かいにゅう

する基盤
きばん

が必 要
ひつよう

であり、

新 法
しんぽう

の制 定
せいてい

が待たれる
ま た れ る

。 

 第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

は実 効 性
じっこうせい

を挙げて
あ げ て

いるとは言い難い
いいがたい

。 行 政
ぎょうせい

による指導
しどう

検査
けんさ

、監査
かんさ

と

の関 係
かんけい

を含めて
ふくめて

、必 要 性
ひつようせい

そのものから議論
ぎろん

すべき。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 客 観 性
きゃくかんせい

や実 効 性
じっこうせい

の担保
たんぽ

が必 要
ひつよう

。また、利用者
りようしゃ

の立場
たちば

に立
た

った、機動的
きどうてき

で実 行 力
じっこうりょく

の

ある、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の対 応
たいおう

機関
きかん

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 利用者
りようしゃ

が事
じ

業 者
ぎょうしゃ

とのトラブル
と ら ぶ る

を解 決
かいけつ

できないときは、社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第
だい

８３条
じょう

に基
もと

づ

く「運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

」が、専 門 的
せんもんてき

な知識
ちしき

を備
そな

えた委員
いいん

が中 立 的
ちゅうりつてき

な立場
たちば

から解 決
かいけつ

に

むけた仲 介
ちゅうかい

を行
おこな

っているが、利用者
りようしゃ

の立場
たちば

に立
た

ち、より機動的
きどうてき

に実 行 力
じっこうりょく

をもって苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

できる仕組
し く

みが必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 形 式 的
けいしきてき

なシステム
し す て む

では無く
な く

、利用者
りようしゃ

及び
および

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

がそれぞれ相 談
そうだん

できる仕組み
し く み

が

必 要
ひつよう

。 行 政
ぎょうせい

監査
かんさ

の有り方
ありかた

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の有り方
ありかた

の連 携
れんけい

が必 要
ひつよう

。 

○理由 

 利用者
りようしゃ

と事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が対 立
たいりつ

関 係
かんけい

になると対 応
たいおう

が形 式 的
けいしきてき

になる。また、支援者側
しえんしゃがわ

に

余裕
よゆう

が無い
な い

と事故
じ こ

等
など

のリスク
り す く

が高まる
たかまる

。管理だけでなく、予防
よぼう

という視点
してん

を重 視
じゅうし

する

仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

であり、第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

だけでなく、法 人 内
ほうじんない

で可視化
か し か

、共 有 化
きょうゆうか

する仕組み
し く み

も必 要
ひつよう

。 
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【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

苦 情
くじょう

の申
もう

し出先
でさき

を利用者
りようしゃ

と利害
りがい

関 係
かんけい

のない第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

とする。 

○理由
りゆう

 

 利用者
りようしゃ

と利害
りがい

関 係
かんけい

のあるところへの申
もう

し出
で

は、うやむやにされることと真 実
しんじつ

が見
み

え

にくくなっている。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

が、書 類
しょるい

が整
ととの

っているかどうかを見
み

る情 報
じょうほう

公 開
こうかい

制度
せいど

と一 緒
いっしょ

になった

こと、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が料 金
りょうきん

を支払
しはら

い 評 価 表
ひょうかひょう

を選
えら

ぶなど、現 在
げんざい

のものは権利
けんり

擁護
ようご

の仕組
し く

み

としてはまったく機能
きのう

していないと言
い

っても過言
かごん

ではない。事 業 所
じぎょうしょ

の苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の制度
せいど

は、形骸化
けいがいか

している。とくに第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

をリーチアウト型
り ー ち あ う と か た

にし、オンブズマン的
お ん ぶ ず ま ん て き

な機能
きのう

を持
も

たせ、第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

のネットワーク化
ね っ と わ ー く か

が求
もと

められる。D-5-1の論 点
ろんてん

ともつながるが、

地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

を法定化
ほうていか

し、地域
ちいき

の障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

のサービス
さ ー び す

の質
しつ

を定期的
ていきてき

に評
ひょう

価
か

し公 表
こうひょう

する「サービス
さ ー び す

の質
しつ

の評 価
ひょうか

機能
きのう

」を持
も

たせることも考
かんが

えられる。ただしその場合
ばあい

には、サービス
さ ー び す

提 供 者
ていきょうしゃ

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の独 立 性
どくりつせい

を保
たも

つための工夫
くふう

、例
たと

えば、

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事 業
じぎょう

に関
かか

わる人
ひと

を委 員 長
いいんちょう

には据
す

えないなど、が求
もと

められる。また同時
どうじ

に相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

を法定化
ほうていか

・拡 充
かくじゅう

することによって、身近
みぢか

な相 談
そうだん

を可能
かのう

としていくこ

とが必 要
ひつよう

であろう。また、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

制度
せいど

での第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

が月
つき

に 1回
かい

はサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事 業 所
じぎょうしょ

を訪 問
ほうもん

し、利用者
りようしゃ

からの声
こえ

を聴
き

いたり、様子
ようす

を見
み

たり、環 境
かんきょう

を見
み

ることで、

サービス
さ ー び す

の質
しつ

を問
と

うことができるのではないかと考
かんが

える。 

 成 年
せいねん

後 見 人
こうけんにん

制度
せいど

の利用
りよう

を増
ふ

やし、身 上
しんじょう

監護
かんご

ということでサービス
さ ー び す

について要 望
ようぼう

す

るということも考
かんが

えられる。 

○理由
りゆう

 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の制度
せいど

は、監査
かんさ

項 目
こうもく

に過
す

ぎず、配置
はいち

されることがチェック
ち ぇ っ く

されるのみであ

り実 質
じっしつ

的
てき

な内 容
ないよう

をしっかり評 価
ひょうか

するものがない。また運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

も法 的
ほうてき

な

権 限
けんげん

がないために、あいまいな組織
そしき

になっているゆえに、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

として、結
むす

びつ

いていない現 状
げんじょう

がある。第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

も、調 査
ちょうさ

機関
きかん

の営 業 的
えいぎょうてき

な側 面
そくめん

もあり、また
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調 査 員
ちょうさいん

の質 的
しつてき

な問 題
もんだい

もあるために、あいまいなものとなっている。とくに障 害 児 者
しょうがいじしゃ

施設
しせつ

における評 価
ひょうか

は、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

における施設
しせつ

体 系
たいけい

の変化
へんか

に伴
ともな

い、調 査
ちょうさ

自体
じたい

が難
むずか

しくなっている現 状
げんじょう

がある。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と 第 三 者
だいぞうしゃ

評 価
ひょうか

の取組
とりく

みの 実 態
じったい

とその 実 効 性
じっこうせい

を 検
けん

証
あか

し、 両 者
りょうしゃ

を

制度化
せいどか

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と第 三 者
だいぞうしゃ

評 価
ひょうか

はサービスの質
しつ

の確保
かくほ

に有 効
ゆうこう

であるとともに、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

は危機
き き

管 理 上
かんりじょう

も有 効
ゆうこう

といえる。ただし、それらを実 効 性
じっこうせい

あるものとするために

は、都道府県
とどうふけん

等
とう

への報 告
ほうこく

義務
ぎ む

や公 開
こうかい

義務
ぎ む

などを含
ふく

めた制度化
せいどか

が必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

担 当 者
たんとうしゃ

に施設
しせつ

職 員
しょくいん

、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

責 任 者
せきにんしゃ

に施設
しせつ

長
ちょう

や理事長
りじちょう

を想 定
そうてい

して

いる現 行
げんこう

の苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

制度
せいど

では深 刻
しんこく

な虐 待
ぎゃくたい

事件
じけん

等
とう

への対 処
たいしょ

は困 難
こんなん

である。また、

事
こと

業 者
ぎょうしゃ

が評 価 者
ひょうかしゃ

を選
えら

ぶのでは真
まこと

の「第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

」とはならない。当事者
とうじしゃ

が参 画
さんかく

し施設
しせつ

への強 制
きょうせい

立
た

ち入
い

り権
けん

を有
ゆう

し行 政
ぎょうせい

訴 訟
そしょう

の主 体
しゅたい

とも成
な

り得
う

る真
まこと

の第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

（当事者
とうじしゃ

主 体
しゅたい

の権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

）が必 要
ひつよう

である。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

制度
せいど

が有 効
ゆうこう

な制度
せいど

になっていると思
おも

えない。 

○理由
りゆう

 

 施設
しせつ

の側
がわ

は苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の仕組
し く

みをつくっているが、利用者側
りようしゃがわ

がそれを有 効
ゆうこう

に活 用
かつよう

し

ている実 態
じったい

にない。日 常 的
にちじょうてき

な苦 情
くじょう

対 応
たいおう

は施設
しせつ

を窓 口
まどぐち

にできても、潜 在 的
せんざいてき

な苦 情
くじょう

を

施設
しせつ

運 営
うんえい

に反 映
はんえい

させるためには、第 三 者
だいさんしゃ

(機関
きかん

)の苦 情
くじょう

受 付
うけつけ

の保 障
ほしょう

が必 要
ひつよう

であり、

財 政 的
ざいせいてき

な保 障
ほしょう

も含
ふく

めて制度
せいど

の見直
みなお

しをしないと実質化
じっしつか

しない。また複 数
ふくすう

の調 査
ちょうさ

会 社
かいしゃ

に利用者
りようしゃ

満足度
まんぞくど

調 査
ちょうさ

を依頼
いらい

してきたが、請 求
せいきゅう

額
がく

に見合
み あ

った調 査
ちょうさ

とは思
おも

えなか
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った。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 あるべき。 

○理由
りゆう

 

 特
とく

に 相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーなどは 第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の 対 象
たいしょう

とすべきであり、サービス
さ ー び す

事 業 所
じぎょうしょ

も当 然
とうぜん

評 価
ひょうか

されるべきである。苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

は身近
みぢか

に存 在
そんざい

して使
つか

いやすいこと

が重 要
じゅうよう

と考
かんが

えています。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

のためのシステム
し す て む

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組み
し く み

は必 要
ひつよう

である。 

○理由 

 サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

と利用者
りようしゃ

の人 権
じんけん

擁護
ようご

のため。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

としての利用者
りようしゃ

の忌憚
きたん

のない意見
いけん

を求
もと

めること重 要
じゅうよう

で、解 決
かいけつ

への取
と

り組
く

みを知
し

らせる必 要
ひつよう

がある。研 修
けんしゅう

などを通
とお

して、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

に向
む

けた資質
ししつ

を確保
かくほ

するよ

うにしたい。第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

は一 定
いってい

程度
ていど

の効果
こうか

があるが、それぞれの作 業 所
さぎょうじょ

の特 性
とくせい

に

応
おう

じた部分
ぶぶん

の調 査
ちょうさ

内 容
ないよう

が乏
とぼ

しい傾 向
けいこう

がある。評 価
ひょうか

の時間的
じかんてき

な制 約
せいやく

などがあり、さ

らに評 価
ひょうか

の継 続 性
けいぞくせい

に欠
か

けているなど限 界
げんかい

が大
おお

きい。 

○理由
りゆう

 

 尐
すく

なくとも、児
じ

と者
しゃ

とでは調 査
ちょうさ

内 容
ないよう

を再吟味
さいぎんみ

すべきである。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 重 要
じゅうよう

であるが、現 状
げんじょう

としてあまり機能
きのう

していない。第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

については、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に対
たい

する適 切
てきせつ

な評 価 者
ひょうかしゃ

の育 成
いくせい

や評 価
ひょうか

基 準
きじゅん

の作 成
さくせい

が求
もと

められるとと
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もに、制度
せいど

として組
く

み込
こ

むべきである。 

 特
とく

に、中 立
ちゅうりつ

公 平
こうへい

な立場
たちば

にある市 町 村
しちょうそん

からの委託
いたく

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

者
しゃ

を評
ひょう

価
か

する仕組
し く

みは必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 苦 情
くじょう

に関
かん

しては、現 状
げんじょう

として、サービス
さ ー び す

を受
う

けているという立 場 上
たちばじょう

、なかなか言
い

い

出
だ

しにくい状 況
じょうきょう

にあるというのが実 情
じつじょう

ではないか。 

 また、相 談
そうだん

支援
しえん

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

についても、評 価
ひょうか

されることにより中 立 度
ちゅうりつど

が保
たも

たれ、

支援者
しえんしゃ

のスキル
す き る

の向 上
こうじょう

も期待
きたい

できる。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 第 三 者
だいさんしゃ

による評 価
ひょうか

であるから、ただちに評 価
ひょうか

できるものではない。その評 価
ひょうか

の視点
してん

が従 来
じゅうらい

の行 政
ぎょうせい

による監査
かんさ

とはいかに異
こと

なっているのか。より必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

内 容
ないよう

の

評 価
ひょうか

につながっているのかがもっと吟味
ぎんみ

される必 要
ひつよう

がある。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 入
にゅう

しょ施
し

せつや精
せい

しん病
やまい

いんについては、精
せい

しん医
い

りょうオンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

や施
し

せつ

オンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

のような、市民
しみん

による第 三
だいさん

しゃによるチェック
ち ぇ っ く

が新
あら

たにひつよう。今
いま

の

苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

のしくみがよいかどうか、は検
けん

しょうする必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 質
しつ

のかくほのためには、ちがう立
たて

ばの人
ひと

による、ふくすうの目
め

でのチェック
ち ぇ っ く

がひつよ

うだ。行 政
ぎょうせい

は、法
ほう

にひっかかるかどうかのチェック
ち ぇ っ く

をする（行 政
ぎょうせい

監査
かんさ

）。それ以 上
いじょう

の質
しつ

のチェック
ち ぇ っ く

は、情
じょう

ほうの公
こう

かいはもちろんのこと、それ以
い

がいの訪
ほう

もんによる調
ちょう

さや苦
く

じ

ょうを受
う

け付
つ

けるしくみなどが、求
もと

められる。特
とく

にへいさ性
せい

のつよい精
せい

しんか病
やまい

いんや

入
にゅう

しょしせつには、大 阪
おおさか

で行
おこな

われていた精
せい

しん医
い

りょうオンブズマン
お ん ぶ ず ま ん

のようなしくみ

の制
せい

ど化
か

がひつようだ。また、今
いま

、社 会
しゃかい

福祉
ふくし

きょうぎかいで行
おこな

われている「運
うん

えいて

きせい化
か

委員会
いいんかい

」が、じっさいにどれほど役
やく

にたっているのか、は検
けん

しょうする必
ひつ

よう

がある。 
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【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 市 町 村
しちょうそん

に苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

を置
おき

き、障 害 者
しょうがいしゃ

からの申
もう

し立
た

てを契機
けいき

として、事実
じじつ

調 査
ちょうさ

、

是正
ぜせい

勧 告
かんこく

などを行
おこな

うべきである。また、この苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

の構
こう

成
せい

員
いん

は半 数
はんすう

を障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

とすることが望
のぞ

ましい。第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

についても、市 町 村
しちょうそん

に設置
せっち

された苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

の構 成
こうせい

メンバ
め ん ば

ーが定期的
ていきてき

に行
おこな

い、潜 在 的
せんざいてき

に苦 情
くじょう

が生
しょう

じる可能性
かのうせい

がある

場合
ばあい

には、予防的
よぼうてき

な調 整
ちょうせい

を行
おこな

う必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

及
およ

び第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の機関
きかん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

に最
もっと

も密 接
みっせつ

な関 係
かんけい

を有
ゆう

する市 町 村
しちょうそん

に設置
せっち

すべきである。そして、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

、及
およ

び第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

に際
さい

し

ては、障 害 者
しょうがいしゃ

の視点
してん

からの意見
いけん

や評 価
ひょうか

がなされる必 要
ひつよう

がある。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 サービス
さ ー び す

の質
しつ

の管理
かんり

は利用
りよう

当事者
とうじしゃ

が判 定
はんてい

すべきものである。 

○理由
りゆう

 

 サービス
さ ー び す

の質
しつ

の管理
かんり

は利用
りよう

当事者
とうじしゃ

が判 定
はんてい

すべきものであり 行 政
ぎょうせい

が判 定
はんてい

すべきも

のではない。質
しつ

の悪
わる

いサービス
さ ー び す

は誰
だれ

も使
つか

わなくなるような良 貨
りょうか

が悪貨
あっか

を駆逐
くちく

する経 済
けいざい

論理
ろんり

をもとにするほうがよい。ただし、人 権
じんけん

侵 害
しんがい

や密 室
みっしつ

の個別
こべつ

サービス
さ ー び す

が 行
おこな

われる

場合
ばあい

、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

にそれを 訴
うった

えられるシステム
し す て む

を構 築
こうちく

しておくべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

や利用
りよう

者
しゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

からも有 効
ゆうこう

である。実 効 性
じっこうせい

のある体 制
たいせい

整備
せいび

と透 明 性
とうめいせい

と 中 立 性
ちゅうりつせい

の確保
かくほ

がポイント
ぽ い ん と

となる。 

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に対す
たい 

る満 足 感
まんぞくかん

を高める
たか  

こととなる等
とう

の効果
こうか

が期待
きたい

でき、事 業
じぎょう

者
しゃ

への

信 頼
しんらい

の構 築
こうちく

や透 明 性
とうめいせい

の確保
かくほ

につながる。 
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【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 難 病
なんびょう

の場合
ばあい

、苦 情
くじょう

の第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

に保健所
ほけんじょ

・医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

、当事者
とうじしゃ

の参 画
さんかく

が

不可欠
ふかけつ

。 

 

【橋 本
はしもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 特
とく

に必 要
ひつよう

ない。 

○理由
りゆう

 

 サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

システム
し す て む

が当事者
とうじしゃ

主 体
しゅたい

の理念
りねん

であれば、第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組
し く

みは

いらないはずである。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

  

 評 価
ひょうか

機関
きかん

はその施設
しせつ

や事
こと

業 者
ぎょうしゃ

に全
まった

く関 係
かんけい

のない機関
きかん

［地縁
ちえん

血 縁
けつえん

のない］を選 定
せんてい

す

ること。 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

に独 立 性
どくりつせい

と「自己
じ こ

の発意
はつい

による調 査 権
ちょうさけん

」を付与
ふ よ

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 第
だい

３者
もの

評 価
ひょうか

が行
おこな

われていると言
い

っても事実
じじつ

はかなり違
ちが

っている現 状
げんじょう

がある。 

 内部
ないぶ

告 発
こくはつ

でもしない限
かぎ

りうやむやにされてしまう場合
ばあい

がある。 

 現 状
げんじょう

の苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

は施設内
しせつない

や行 政
ぎょうせい

機関内
きかんない

等
とう

に設置
せっち

され、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

担 当 者
たんとうしゃ

は独 立 的
どくりつてき

な業 務
ぎょうむ

が行
おこな

えない。担 当 者
たんとうしゃ

が「おかしい」と感
かん

じた場合
ばあい

、案 件
あんけん

がなくて

も、自己
じ こ

の発意
はつい

で介 入
かいにゅう

でき、当 該
とうがい

施設
しせつ

等
とう

に情 報
じょうほう

公 開
こうかい

させるといった調 査 権
ちょうさけん

を与
あた

え

るべき。ヨーロッパの公 的
こうてき

な苦 情
くじょう

処理型
しょりがた

オンブズマンは、独 立 性
どくりつせい

と「自己
じ こ

の発意
はつい

によ

る調 査 権
ちょうさけん

」を保持
ほ じ

している。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 新
あたら

しい仕組
し く

みを作
つく

りお金
かね

を投 入
とうにゅう

する前
まえ

に職 員
しょくいん

の質
しつ

の向 上
こうじょう

が必 要
ひつよう
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【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 もちろん、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

は欠
か

かせないが、当事者
とうじしゃ

にとって分
わ

かりやすく

使
つか

いやすい仕組
し く

みにしていくことが求
もと

められる。これには、周 知
しゅうち

徹 底
てってい

をする広 報
こうほう

も含
ふく

める。第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

は、人 選
じんせん

に当
あ

たっての検 討
けんとう

とともに、その評 価
ひょうか

が関 係 者
かんけいしゃ

にしっ

かりと返
かえ

され、今後
こんご

に役立
やくだ

つようなシステム
し す て む

を作
つく

っていくことが重 要
じゅうよう

である。 

○理由
りゆう

 

 これまでも、こうした窓 口
まどぐち

や仕組
し く

みがあっても、有 効
ゆうこう

に機能
きのう

していないという懸念
けねん

や

批判
ひはん

があったため。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 行 政
ぎょうせい

の 通 常
つうじょう

の窓 口
まどぐち

職 員
しょくいん

とは別途
べっと

独 立
どくりつ

した苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

の設置
せっち

が必 要
ひつよう

。 

 第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

に個別
こべつ

利用者
りようしゃ

の声
こえ

を確 実
かくじつ

に反 映
はんえい

する制度
せいど

的
てき

保 障
ほしょう

を。 

○理由
りゆう

 

 現 状
げんじょう

の第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

システムは形作り
かたちづく

、形骸化
けいがいか

の 印 象
いんしょう

がある。 

 第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

システムは、基本的
きほんてき

に個別
こべつ

の利用者
りようしゃ

が個別
こべつ

の苦 情
くじょう

や提 言
ていげん

、意見
いけん

、評 価
ひょうか

を反 映
はんえい

させることが出来
で き

ないものとなっており、つまるところ、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

サイドからの

情 報
じょうほう

を基
もと

に作 成
さくせい

された「無難
ぶなん

な」評 価
ひょうか

しか出来
で き

ない。 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 今後
こんご

積 極 的
せっきょくてき

に活 用
かつよう

されるよう、苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

制度
せいど

や第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

制度
せいど

の実 効 性
じっこうせい

（質
しつ

の 向 上
こうじょう

）に向けて
む   

、制度
せいど

の仕組み
しく  

と人 材
じんざい

確保
かくほ

を検 討
けんとう

する課題
かだい

がある。 

○理由
りゆう

 

 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

制度
せいど

において第 三 者
だいさんしゃ

委員
いいん

が機能
きのう

する方 法
ほうほう

、また、県
けん

単位
たんい

で行 わ れ て
おこな     

い

る第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

機関
きかん

の認 定
にんてい

、評 価 者
ひょうかしゃ

の試験
しけん

（資格
しかく

）等
とう

も見合せながら
みあわ      

、真
しん

にサービス
さ ー び す

の質
しつ

の評 価
ひょうか

ができるよう、第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の価値
か ち

を高めなければ
たか        

、受 審 率
じゅしんりつ

が高 ま る
たか    

（制度
せいど

が機能
きのう

する）可能性
かのうせい

が低 い
ひく  

と 考 え る
かんが    

ため。 
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【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 苦
く

情
じよう

解
かい

決
けつ

と第
だい

三
さん

者
もの

評
ひよう

価
か

は必
ひつ

要
よう

である。さらに当
とう

事
じ

者
しや

（利
り

用
よう

者
しや

） 評
ひよう

価
か

の視
し

点
てん

を制
せい

度
ど

に反
はん

映
えい

させることも必
ひつ

要
よう

である。 

 苦
く

情
じよう

解
かい

決
けつ

の仕
し

組
く

みで、第
だい

三
さん

者
もの

委
い

員
いん

の選
せん

任
にん

方
ほう

法
ほう

を自
じ

治
ち

体
たい

による公
こう

募
ぼ

等
とう

工
く

夫
ふう

が

必
ひつ

要
よう

。 

○理
り

由
ゆう

 

 法
ほう

人
じん

事
じ

業
ぎよう

所
しよ

が主
しゆ

体
たい

となる仕
し

組
く

みは見
み

直
なお

しが必
ひつ

要
よう

。社
しや

会
かい

基
き

盤
ばん

としてのサービスが

不
ふ

足
そく

している中
なか

では、利
り

用
よう

する側
がわ

と事
じ

業
ぎよう

所
しよ

側
がわ

とが対
たい

等
とう

な関
かん

係
けい

からの仕
し

組
く

みにはな

らない。その中
なか

で、特
とく

に第
だい

三
さん

者
もの

委
い

員
いん

の選
せん

任
にん

方
ほう

法
ほう

は工
く

夫
ふう

が要
よう

される。 

 障
しよう

害
がい

のある当
とう

事
じ

者
しや

（利
り

用
よう

者
しや

）の 評
ひよう

価
か

も必
ひつ

要
よう

である。 障
しよう

害
がい

のある人
ひと

と援
えん

助
じよ

者
しや

でつくる日
に

本
ほん

ブループホーム学
がつ

会
かい

入
にゆう

居
きよ

者
しや

委
い

員
いん

会
かい

では、グループホーム等
とう

の 入
にゆう

居
きよ

者
しや

評
ひよう

価
か

を 試
こころ

みている。 

 第
だい

三
さん

者
もの

評
ひよう

価
か

の委
い

員
いん

に当
とう

事
じ

者
しや

も含
ふく

むことも当
とう

事
じ

者
しや

性
せい

の 考
かんが

え方
かた

で 重
じゆう

要
よう

である。 

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 施設
しせつ

・事 業 所
じぎょうしょ

には苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の実施
じっし

を義務付ける
ぎ む つ け る

。市 町 村
しちょうそん

には第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

機関
きかん

の

活 用
かつよう

を進めて
すすめて

、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

との 協 働
きょうどう

体 制
たいせい

による地域
ちいき

におけるサービス
さ ー び す

の

拡 大
かくだい

と評 価
ひょうか

を一 元 的
いちげんてき

に進める
すすめる

。 

○理由
りゆう

 

 当事者
とうじしゃ

と事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の対 等
たいとう

な関 係
かんけい

を前 提
ぜんてい

とする制度
せいど

の下
もと

では、適 切
てきせつ

な苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

システム
し す て む

と施設・事 業 所
じぎょうしょ

に対する
たいする

第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

は不可避
ふ か ひ

である。しかし 現 状
げんじょう

では、

施設
しせつ

や事 業
じぎょう

の不足
ふそく

を背 景
はいけい

として適 切
てきせつ

な苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

の仕組み
し く み

は形 成
けいせい

されておらず、

第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

を受ける
う け る

ことも施設
しせつ

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の任意
にんい

となっていて進 展
しんてん

していない。

両 制 度
りょうせいど

ともに 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

に明 確
めいかく

に位置付け
い ち づ け

、施設
しせつ

や市 町 村
しちょうそん

の 積 極 的
せっきょくてき

な取り組み
と り く み

を誘 導
ゆうどう

するべきである。 
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【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

などのための苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組
し く

みは、 重 要
じゅうよう

な

意義
い ぎ

をもつ。しかし、その意義
い ぎ

について、利用者
りようしゃ

、家族
かぞく

、そしてサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事 業 所
じぎょうしょ

においては、十 分
じゅうぶん

な認 識
にんしき

と学
まな

びを深
ふか

める必 要
ひつよう

がある。「サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

等
など

のた

め」という視点
してん

を互
たが

いに理解
りかい

、 共 有
きょうゆう

すべきである。 

苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組
し く

みに、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

の活 用
かつよう

を 考
かんが

えるべきで

ある。 

○理由 

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
かくほ

等
など

のための 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

と 第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

の仕組
し く

み、 特
とく

に 虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

、差別禁法
さべつきんほう

等
など

の 制 定
せいてい

による 障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

の擁護
ようご

を保 障
ほしょう

するため 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

の活 用
かつよう

が必 要
ひつよう

になる。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 不服
ふふく

申
もう

し立
た

てについては勧 告 権
かんこくけん

、団 体
だんたい

交 渉 権
こうしょうけん

、団 体
だんたい

訴権
そけん

のある利用者
りようしゃ

組 合
くみあい

制度
せいど

の導 入
どうにゅう

が妥当
だとう

である。 

○理由
りゆう

 

 不服
ふふく

申
もう

し立
た

てシステム
し す て む

としてこれまでの 苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

・第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

は 専 門
せんもん

職
しょく

で

構 成
こうせい

する組織
そしき

やサービス
さ ー び す

提 供 側
ていきょうがわ

の指名
しめい

によるものなどであり、第 三 者 性
だいさんしゃせい

が担
たん

保
ほ

され

ていなかった。だからこそ、利用者
りようしゃ

で構 成
こうせい

する組 合
くみあい

をつくり、そこで苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

及
およ

び

第 三 者
だいさんしゃ

評 価
ひょうか

をすることで、第 三 者 性
だいさんしゃせい

が担
たん

保
ほ

されるから。 
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＜項 目
こうもく

D
でぃー

-7 その他
た

＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-7-1) 「分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び意見
いけん

 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 事 業
じぎょう

のネーミング
ね ー み ん ぐ

や利用
りよう

の仕組み
し く み

等
など

、利用者
りようしゃ

に判りやすい
わ かりや すい

ほうが良い
よ い

。 

○理由 

 複 雑
ふくざつ

な仕組み
し く み

は、利用者
りようしゃ

に判りにくい
わ かりに くい

。自己
じ こ

決 定
けってい

する為
ため

にも、誰
だれ

にでも判りやすい
わ かりや すい

仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

である。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

分野
ぶんや

Ｄの名 称
めいしょう

について 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が生 存
せいぞん

するために必 要
ひつよう

な支援
しえん

をサービスと呼
よ

ぶのに違和感
いわかん

がある。支援
しえん

に統
おさむ

一
いち

した方
かた

がよいと考
かんが

える。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

施設
しせつ

も地域
ちいき

にある社 会
しゃかい

資源
しげん

なので地域
ちいき

福祉
ふくし

に役立
やくだ

つ開
ひら

かれた施設
しせつ

でなければ

ならない。知的
ちてき

障
しょう

がい・ 発 達 障
はったつしょう

がい・ 精 神 障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

利 用 料
りようりょう

を個別
こべつ

給付化
きゅうふか

することなども当 然
とうぜん

に検 討
けんとう

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の障 害 者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

が尐
すく

ない理由
りゆう

に後 見 人
こうけんにん

への報 酬
ほうしゅう

の問 題
もんだい

がある。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

ヘルパー制度
せいど

についての諸問題
しょもんだい

について 

・入院
にゅういん

時
じ

の利用
りよう

を可能
かのう

にする。 

 重度
じゅうど

の全身性
ぜんしんせい

障害者
しょうがいしゃ

の介護
かいご

方法
ほうほう

は１人１人特殊
とくしゅ

で介護
かいご

方法
ほうほう

が異
こと

なり、日
ひ

ごろ

長時間
ちょうじかん

介護
かいご

に入
はい

るいつものヘルパーでないと介護
かいご

ができない。日本一
にほんいち

の看護師
かんごし

でも
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介護
かいご

できない。慣
な

れたヘルパーでないと、睡 眠
すいみん

も取
と

れず衰弱
すいじゃく

して病気
びょうき

が悪化
あっか

してしま

う。 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

の趣旨
しゅし

に反
はん

した短時間
たんじかん

支給
しきゅう

決定
けってい

を不可能
ふかのう

にする単価
たんか

制度
せいど

に。 

 たとえば、１時間
じかん

や２時間
じかん

のサービスは居宅
きょたく

介護
かいご

と同
おな

じ単価
たんか

とし、それ以降
いこう

は徐々
じょくりかえし

に

下
さ

げて、８時間
じかん

連続
れんぞく

サービスで今
いま

の重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

と同
おな

じ単価
たんか

にする。 

・訪問
ほうもん

系
けい

サービスの人数
にんずう

を最高
さいこう

２人
り

から３人
にん

に 

（人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

利用者
りようしゃ

などで、３人
にん

同時
どうじ

にヘルパーが必要
ひつよう

な時
とき

がある） 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

と居宅
きょたく

介護
かいご

を併用
へいよう

する場合
ばあい

で、同
おな

じ事業所
じぎょうしょ

からサービス提供
ていきょう

を受
う

けられ

るようにする。 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

について。介護
かいご

保険
ほけん

訪問
ほうもん

介護
かいご

や居宅
きょたく

介護
かいご

でも認
みと

められている「障害者
しょうがいしゃ

自身
じしん

が残 存
ざんぞん

機能
きのう

を使
つか

って行
おこな

う調理
ちょうり

・家事
か じ

等
とう

の一部
いちぶ

介護
かいご

・見守
みまも

り」（障害者
しょうがいしゃ

自身
じしん

が行
おこな

えばヘ

ルパーの助
たす

けを借
か

りながらでも家族
かぞく

の分
ぶん

の家事
か じ

も行
おこな

える）と全身性
ぜんしんせい

障害者
しょうがいしゃ

が重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護員
かいごいん

のそばで見
み

るなどして逐一
ちくいち

指示
し じ

を出
だ

す形
かたち

での調理
ちょうり

やその他
た

の家事
か じ

（同年代
どうねんだい

の世帯
せたい

の健
けん

常 者
じょうしゃ

であったら通常
つうじょう

行
おこな

う家事
か じ

の範囲
はんい

に限
かぎ

る）は、同等
どうとう

と位置
い ち

づ

け、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

の対象
たいしょう

にする。 

・地域
ちいき

移行
いこう

に向
む

けて、入所中
にゅうしょちゅう

及
およ

び入院中
にゅういんちゅう

から地域
ちいき

のヘルパーをつかった外出
がいしゅつ

介護
かいご

の利用
りよう

を可能
かのう

として地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めるべき。 

・通院
つういん

時
じ

の通院
つういん

介護
かいご

（重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

も）で待合室
まちあいしつ

や診療中
しんりょうちゅう

の介護
かいご

（透析
とうせき

などでヘルパ

ーつけられない問題
もんだい

）をよりひろく可能
かのう

にする。 

・（１）泊
とま

りがけの外出
がいしゅつ

の制 限
せいげん

も廃止
はいし

、（２）通年
つうねん

かつ長期
ちょうき

の外出
がいしゅつ

の制 限
せいげん

を廃止
はいし

、（３）

通勤
つうきん

の利用
りよう

を可能
かのう

に（外出先
がいしゅつさき

制 限
せいげん

の廃止
はいし

）。予算
よさん

確保
かくほ

までの当面
とうめん

の間
あいだ

は、現 在
げんざい

の重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

や移動
いどう

支援
しえん

の 1ヶ月
かげつ

の支給量
しきゅうりょう

の範囲
はんい

で、外出先
がいしゅつさき

制 限
せいげん

（１）（２）（３）を撤廃
てっぱい

することで対応
たいおう

すべき。予算
よさん

確保後
か くほご

は支給量
しきゅうりょう

の勘 案
かんあん

事項
じこ う

に通勤
つうきん

・通学
つうがく

等
とう

を加
くわ

える。 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

、行動
こうどう

援護
えんご

、通院
つういん

等
とう

介助
かいじょ

、移動
いどう

支援
しえん

事業
じぎょう

の介護
かいご

内容
ないよう

として、自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

（道路
どうろ

運送法
うんそうほう

に抵触
ていしょく

しない障害者
しょうがいしゃ

が用意
ようい

した車
くるま

）を認
みと

めるべき。重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

を利用
りよう

する場合
ばあい

、ヘルパーが運転中
うんてんちゅう

であっても、排 泄
はいせつ

、上着
うわぎ

の脱
だつ

着
き

、水 分
すいぶん

補給
ほきゅう

、体位
たいい

調整
ちょうせい

などの介護
かいご

が必要
ひつよう

になれば、障害者
しょうがいしゃ

が指示
し じ

を出
だ

してすぐに路肩
ろかた

に停
てい

車
くるま

させることによ

り、介護
かいご

を受
う

けることができる。 

・自立
じりつ

支援法
しえんほう

で、単身者
たんしんしゃ

以外
いがい

は、障害者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の洗濯
せんたく

・食事作
しょくじづく

り・掃除
そうじ

など家事
か じ

援助
えんじょ

を原則
げんそく

禁止
きんし

にされたが、支援費
しえんひ

制度
せいど

の頃
ころ

に戻
もど

す。 
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・短時間
たんじかん

家事
か じ

援助
えんじょ

が支給
しきゅう

決定
けってい

された場合
ばあい

の事務費
じ む ひ

などの固定費
こていひ

やキャンセルによる損失
そんしつ

を補填
ほてん

。精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、キャンセルが多
おお

いので、利用
りよう

契約
けいやく

に応
おう

じてくれる事業所
じぎょうしょ

が尐
すく

ない。 

・障害者
しょうがいしゃ

の育児
いく じ

をヘルパーが支援
しえん

できることの自治体
じ ちたい

へのより一層
いっそう

の周知
しゅうち

徹底
てってい

 

・居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

を介護
かいご

ローテーションの参考
さんこう

書類
しょるい

程度
ていど

にとどめる（報酬
ほうしゅう

算定
さんてい

は実績
じっせき

ベー

スで）。（現行
げんこう

制度
せいど

は厳 密
げんみつ

には介護
かいご

計画
けいかく

のとおりにしか請求
せいきゅう

できないと報酬
ほうしゅう

告示
こ く じ

で

規定
きてい

。） 

 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

や居宅
きょたく

介護
かいご

の資格
しかく

問題
もんだい

と事業所
じぎょうしょ

の自由
じゆう

競争
きょうそう

によるサービス水
みず

準向上
じゅんこうじょう

の方策
ほうさく

についての基本的
きほんてき

考
かんが

え方
かた

について 

（障害者
しょうがいしゃ

の選択
せんたく

がより出来
で き

るようにすることによる水準
すいじゅん

確保
かくほ

か資格
しかく

高度化
こ う どか

か等
とう

） 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

はＯＪＴの考
かんが

え方
かた

で行
おこな

われるため資格
しかく

要件
ようけん

の緩和
かんわ

が必要
ひつよう

。利用者
りようしゃ

の許可
きょか

が出
で

るまではベテランと新人
しんじん

の２人
にん

体 制
たいせい

を続
つづ

けている上
うえ

に適切
てきせつ

なＯＪＴ体 制
たいせい

を

前 提
ぜんてい

に、働
はたら

き始
はじ

めは資格
しかく

不要
ふよう

で、働
はたら

いて 1年
ねん

以内
いない

に、別途
べっと

、都道府県
とどうふけん

指定
してい

ではなく障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

などの行
おこな

う講習
こうしゅう

を受
う

ける方法
ほうほう

等
とう

を導入
どうにゅう

。 

・全身性
ぜんしんせい

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の移動
いどう

支援
しえん

のサービス提供
ていきょう

については重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

資格
しかく

で行
おこな

えること、知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の移動
いどう

支援
しえん

はヘ

ルパー3級
きゅう

資格
しかく

でもできることを徹底
てってい

すべき。 

・３級
きゅう

を無
な

くさないこと。 

・３級
きゅう

の三割
さんわり

減 算
げんざん

をやめる。 

 

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

その他
た

 

・障害者
しょうがいしゃ

の乗
の

る自家用車
じかようしゃ

の改造費
かいぞうひ

（運転
うんてん

装置
そうち

改造
かいぞう

、リフト取
と

り付
つ

け等
とう

）を地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の必須
ひっす

事業
じぎょう

に 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の安 全
あんぜん

・安 心
あんしん

を確保
かくほ

するため、地域
ちいき

における昼 夜
ちゅうや

を問
と

わず支援
しえん

できる

拠 点
きょてん

機能
きのう

「地域
ちいき

生 活
せいかつ

拠 点
きょてん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー（仮 称
かしょう

）」を創 設
そうせつ

すべき。 

○理由
りゆう
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地域
ちいき

生 活
せいかつ

における安 心
あんしん

確保
かくほ

のためには、医 療
いりょう

以外
いがい

にも様 々
さまざま

な 緊 急
きんきゅう

サポート
さ ぽ ー と

（相 談
そうだん

支援
しえん

を含
ふく

む）が必 要
ひつよう

である。特
とく

に夜間
やかん

、休 日
きゅうじつ

については、そうした資源
しげん

が皆無
かいむ

であり、

バックアップ
ば っ く あ っ ぷ

施設
しせつ

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

に頼
たよ

っている状 況
じょうきょう

にある。新
あら

たな制度
せいど

として検 討
けんとう

さ

れたい。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を 調 整
ちょうせい

モデル
も で る

とする。 

○理由
りゆう

 

 調 整
ちょうせい

モデル
も で る

については本 人
ほんにん

ニーズ
に ー ず

に基
もと

づいて支援費
しえんひ

で 行
おこな

っていた 7項 目
こうもく

の

判 断
はんだん

基 準
きじゅん

（勘 案
かんあん

事項
じこう

）に基
もと

づいて市 町 村
しちょうそん

のケースワーカー
け ー す わ ー か ー

と利用者
りようしゃ

本 人
ほんにん

若
わか

しく

は支援者
しえんしゃ

とがサービス
さ ー び す

支 給 量
しきゅうりょう

について相 談
そうだん

して決
き

める方 式
ほうしき

をとる。身 体
しんたい

介護
かいご

、

家事
か じ

援 助
えんじょ

、移動
いどう

支援
しえん

の 3分 類
ぶんるい

をやめ生 活
せいかつ

支援
しえん

という一
いち

類 型
るいけい

の中
なか

で月 間
げっかん

のサービス
さ ー び す

支 給
しきゅう

時間
じかん

を 決 定
けってい

する。 一 日
ついたち

８時間
じかん

以 上
いじょう

の利用
りよう

については 国
くに

の 全 額
ぜんがく

負担
ふたん

とし

市 町 村
しちょうそん

、都道府県
とどうふけん

に負担
ふたん

をさせない。このことによって市 町 村
しちょうそん

が時間
じかん

やサービス
さ ー び す

利用
りよう

抑 制
よくせい

を 行
おこな

う必 要
ひつよう

はなくなる。ケ
け

ースワーカー
す わ ー か ー

は在 宅
ざいたく

訪 問
ほうもん

をしてニーズ
に ー ず

の実 態
じったい

を

確 認
かくにん

し利用者
りようしゃ

のニーズ
に ー ず

が 適 切
てきせつ

でないと 判 断
はんだん

した場合
ばあい

は 行 政 側
ぎょうせいがわ

にその 立 証
りっしょう

責 任
せきにん

を負
お

わせる。利用者側
りようしゃがわ

にはサービスニード
さ ー び す に ー ど

の 立 証
りっしょう

責 任
せきにん

を負
お

わせない。その理由
りゆう

はこれまで福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

はチャリティー
ち ゃ り て ぃ ー

＝慈善
じぜん

として 行
おこな

われ、スティグマ
す て ぃ ぐ ま

を張
は

っての

利用
りよう

抑 制
よくせい

をしてきた歴史
れきし

があり、性 悪 説
せいあくせつ

に基
もと

づいて利用
りよう

抑 制
よくせい

をかけてきた。今後
こんご

は

この反 省
はんせい

にたって、利用者
りようしゃ

性 善 説
せいぜんせつ

で、ニーズ
に ー ず

をそのまま認
みと

める必 要
ひつよう

がある。介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

は必 要
ひつよう

以 上
いじょう

に支 給
しきゅう

されても、プライバシー
ぷ ら い ば し ー

の侵 害
しんがい

を受
う

けるため利用者
りようしゃ

自身
じしん

が利用
りよう

抑 制
よくせい

をする性 質
せいしつ

のものであり、使
つか

い残
のこ

しができるだけであるから長 時 間
ちょうじかん

の

支 給
しきゅう

決 定
けってい

は財 政 的
ざいせいてき

に負担
ふたん

になる可能性
かのうせい

はない。また、利用
りよう

抑 制
よくせい

をかけるニーズ
に ー ず

判 定
はんてい

自体
じたい

に多大
ただい

な費用
ひよう

がかかっており、その判 定
はんてい

をやめることによって利用
りよう

可能
かのう

な

介 助
かいじょ

時間
じかん

の伸
の

びが期待
きたい

されるからである。自立
じりつ

支援法
しえんほう

では８億 円
おくえん

以 上
いじょう

の判 定
はんてい

費用
ひよう

が

行 政
ぎょうせい

の負担
ふたん

となり、サービス
さ ー び す

の抑 制
よくせい

につながっている事実
じじつ

がある。 
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【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

①Ｄ－１－４でも述べた
の   

が、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の簡素化
かんそか

が必 要
ひつよう

。それに伴 い
ともな 

、アセスメント
あ せ す め ん と

から個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

、モニタリング
も に た り ん ぐ

までの一 連
いちれん

の流れ
なが 

が 重 要
じゅうよう

になる。 

② 障 害
しょうがい

児
じ

支援
しえん

の視点から見ると児
じ

童
どう

福祉
ふくし

法
ほう

と 障 害
しょうがい

者
しゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

の二法
ほう

により

組み立て
く  た  

られているが児
じ

童
どう

福祉
ふくし

法
ほう

に一元化
いちげんか

する。その際
さい

に 現 状
げんじょう

の介護
かいご

給 付
きゅうふ

による

事 業
じぎょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を一 元 的
いちげんてき

なサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

とするべきである。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 公 平 性
こうへいせい

とは何
なに

か？…その基 準
きじゅん

は、一 般
いっぱん

に支援
しえん

を提
てい

供
きょう

する側
がわ

から語
かた

られる場合
ばあい

が

多
おお

い。 

 新 法
しんぽう

では、多様
たよう

な「当事者
とうじしゃ

のニーズ」を基 準
きじゅん

にして提 供
ていきょう

する「公 平
こうへい

」の基 準
きじゅん

が必 要
ひつよう

。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 応
おう

益
えき

負担
ふたん

により 退 所
たいしょ

した 人
ひと

､ 退 所
たいしょ

したと 思
おも

われる 人
ひと

の

実 態
じったい

把握
はあく

を行
おこな

い、再
ふたた

び、必 要
ひつよう

な支援
しえん

が受
う

けられるようにする。 

○理由
りゆう

 

 不利益
ふりえき

を被
かぶ

ったわけですから、その権利
けんり

を回 復
かいふく

させるのは当 然
とうぜん

のことでしょう。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

は廃
はい

止
し

し、支 給
しきゅう

決 定
けってい

は相 談
そうだん

支援
しえん

計 画
けいかく

を充 分
じゅうぶん

に考 慮
こうりょ

した

上
うえ

で、市 町 村
しちょうそん

が行
おこな

う。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

の中
なか

に、広
ひろ

く関 係 者
かんけいしゃ

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を構 築
こうちく

し、支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

のあり方
かた

と実施
じっし

の方 向
ほうこう

を確 立
かくりつ

していくため。 
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【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の応 益
おうえき

負担
ふたん

により退 所
たいしょ

した人
ひと

，退 所
たいしょ

したと思われる
おもわれる

人
ひと

の

実 態
じったい

把握
はあく

を行 い
おこない

，再 び
ふたたび

必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受けられる
う け ら れ る

ようにする． 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 ６５歳
６５さい

になった場合
ばあい

における支援
しえん

や、 障 害 者
しょうがいしゃ

が認 知 症
にんちしょう

になった場合
ばあい

の支援
しえん

のあり

方
かた

などについて検 討
けんとう

すべきである。 

 ６５歳
６５さい

以 上
いじょう

になった場合
ばあい

には、介護
かいご

保険
ほけん

事 業
じぎょう

が優 先
ゆうせん

されるが、聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

や視覚
しかく

障 害
しょうがい

がある場合
ばあい

は、介護
かいご

保険
ほけん

事 業
じぎょう

サービス
さ ー び す

には適切なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

（手話
しゅわ

や

点 訳
てんやく

など）などが配置
はいち

されていないために 充 分
じゅうぶん

な支援
しえん

を受
う

けることが困 難
こんなん

な 現 状
げんじょう

がある。また、６５歳
６５さい

以 上
いじょう

になった知的障害者への支援
しえん

についても、介護
かいご

保険
ほけん

では 十 分
じゅうぶん

な対 応
たいおう

ができないことが指摘
してき

されている。 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の 領 域
りょういき

では、地域
ちいき

移行
いこう

が

大きな
おおきな

課題
かだい

であるが、高 齢
こうれい

になった 障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

支援
しえん

についての議論
ぎろん

が 十 分
じゅうぶん

に

行
おこな

われているとは言
い

い難
がた

い。 

○理由 

 高 齢
こうれい

障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

支援
しえん

についての議論
ぎろん

が 十 分
じゅうぶん

に 行
おこな

われていないなかで、介護
かいご

保険
ほけん

との統 一
とういつ

をしないことを 前 提
ぜんてい

とした抜 本 的
ばっぽんてき

見直し中
みなおしちゅう

の
う

最 重 要
さいじゅうよう

課題
かだい

として

検 討
けんとう

すべきである。 

 

 


